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藤 岡 寛 己

要 旨 本稿 の目的は,G。 ダ シヌ ンツ ィオによるフ ィウー メ占領 の第2局 面(デ フェリー

チ ェ)と いわれるA・ デ アンブ リスの内閣首班着任以 降 にお いて,こ の局 面 の公式 的

な性格 を もっと も象徴 的に表 明す るといえ るカルナー ロ憲章成立 までの経緯 と憲章の意

義 を明 らかにす ることであ った。 そのために,憲 章 の骨格 を草 案 した革命的サ ンデ イカ

リス トのデア ンブ リスの来歴 と著書 を参考 に フィウーメ観を考 察 した。 この作業に よっ

て,憲 章条文 に表 出される具体 的内容 の背景 が鮮 明にな った。 さらに,憲 章のなかで も,

イタ リア内外 の研究者 に とって魅力 的な討究対象 とな ってい る協同体論にとくに注 目し,

その具体 的内容 を詳 かに し,ま たその特徴 を解説 した。 その際,後 年の ファシズ ム体制

期 に成立 した労働憲章 と も比較 して,両 者 の関係 について述べた。なお,憲 章の最終版

で あるダ ンヌンツ ィオ版 とデア ンブ リス版 との異 同に も注 目し,ダ ンヌンツィオ文学の

植民地主義 的性格 や,デ ア ンブ リス版 にみ られる民 主主 義理念や革命的サ ンデイカ リス

ト的発想 に も言及 した。以上 の検討作業 をつ うじて,フ ィウー メ占領の第2局 面 にみ ら

れ た新 たな方 向性 が理解 された と考 える。

キ ーワー ド:フ ィウーメ占領,ダ ンヌ ンツ ィオ,デ ア ンブ リス,カ ルナ 一口憲章,協 同

体,革 命 的サ ンデ ィカ リズム

は じ あ に

オ ー ス トリア=ハ ンガ リー二 重帝 国期,イ ス トリア 半 島 沿 岸 部 や,ア ドリア海 東 北 部 の沿 岸

地 域 お よ び 島 娯部 に は小 規 模 な イ タ リア人 コ ミュニ テ ィー が 散 在 して い たが,な か で も一 定 の

自由 と 自治権 を 付 与 さ れ た 都 市(corpusseparatum)で あ った ハ ンガ リー 領 の フ ィ ウ ー メ

(Fiume,現 在 名 は ク ロア テ ィア共 和 国 の リエ カRijeka)で は イ タ リア 系 住 民 が ス ラ ヴ系 住 民

よ り も多 数 を 占め て い たt)。

第1次 世 界 大 戦 後,戦 勝 国 イ タ リア の憤 愚 とス トレスが 直 裁 なか た ち で表 出 した とい い うる

フ ィ ウー メ 占領(1919年9月 ～1921年1月)と は,と りわ け前 世 紀 末 か ら1910年 代,そ の耽

美 的作 風 に よ って イ タ リア 内 外 で一 世 を 風靡 した 作 家 で 詩 人 の ガ ブ リエ ー レ=ダ ン ヌ ンツ ィ・オ
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(GabrieleD'Annunzio,1863-1938)が 同市 を お よ そ15ケ 月 の あ い だ 占領 ・統 治 した こ と を い

う。 時 間 が 前 後 す るが,1918年10月 ・30日,第1次 世 界 大 戦 停 戦 直 後 の混 乱 状 態 の な か,フ ィ

ウー メの イ タ リア系 住 民 か らな る イ タ リア=フ ィ ウ ー メ 民 族 会 議(ConsiglioNazionaledi

Fiumed'Italia)が イ タ リア へ の 併 合 を宣 言 した も のの,こ れ は 当時 フ ィウ ー メ を 軍 事 占領 し

て い た 連 合 国軍 を刺 激 す る に と どま った。 そ の後,1919年6月 下 旬 か ら7月 上 旬,フ ィ ウ ー

メ駐 留 の 仏 軍 と伊 軍 が数 度 に亙 って衝 突 し,仏 軍 に9名 の死 者 が 出 た。 この た め,連 合 国 合 同

調 査 委 員 会 に よ って駐 留 伊 軍 の大 幅 な 削 減 が 言 い渡 され る。 これ を契 機 に フ ィ ウ ー メを 退 去 す

る伊 軍 兵 士 の 一 部 の間 か らダ ンヌ ンツ ィオ を 指導 者 とす る 決起 の期 待 が 高 ま り,事 態 は ロ ンキ

行 進 ・フ ィウ ー メ入 場 へ と急 展 開 を み る こ と にな る2)。占領 を は じめ た ダ ン ヌ ン ツ ィ オ は 司 令

官(Comandante)と して フ ィ ウ ー メ の全 権 を掌 握 し,こ れ を 認 め な いF・S・ ニ ッテ ィ首 相

の イ タ リア政 府 と対 峙 した。.政府 は フ ィ ウー メへ の道 路 お よ び海 上 を封 鎖 し,経 済封 鎖 に よ っ

て窒 息 させ つ つ,他 方 で は和 解 案(modusvivendi)を 提 示 して 事 態 の 収 拾 を試 み る。 しか

し,ダ ン ヌ ン ツ ィオ は 住 民 の 意 思 を無 視 し,独 裁 体 制 を さ らに強 めつ つ,新 た な 道 を 模 索 す る

の だ った。

1920年1月,ダ ン ヌ ンツ ィオ は,著 名 な 革 命 的 サ ンデ イカ リス トの ア ル チ ェ ス テ=デ ア ン

ブ リス(AlcesteDeAmbris)を 内 閣首 班(CapodiGabinettodelComandoFiumano)3)に

任 命 し,フ ィ ウ ー メ統 治 の 刷 新 を 図 る こ とに な る。9月,ダ ン ヌ ン ツ ィオ は デ ア ンブ リス の 草

案 を も とに
.ヵル ナ 一 口憲章 を 公 布 し,革 命 的 サ ン デ ィカ リズ ム的 色 彩 の濃 い,民 圭 主 義 的 で地

方 分 権 的 な生 産 者 国家 構 想 を 開示 した。 他方,イ タ リア政 府 は 同年11月 に新 生 ユ ーゴ ス ラヴ ィ

ア と ラバ ッ ロ条 約(TrattatodiRpallo)を 締 結 し,フ ィウー メ は 自 由都 市 とな る。12月,G・

ジ ョ リ ッテ ィ伊 政 府 は4日 間 にわ た って フ ィウー メ を猛 攻 撃 して ダ ンヌ ンツ ィオ の統 治 を崩 壊

させ た。 翌1921年1月18日,ダ ン ヌ ンツ ィ オは フ ィウ ー メを 去 り,そ の後 ロ ンバ ル デ ィー ア

の ガ ル ダ 湖 畔 に 隠 棲 す るQ

本 稿 の 目的 は,フ ィ ウー メ 占領 の 歴 史 的 意 義 や ダ ンヌ ンツ ィ1オ支 配 の 評 価 を再 検 討 す る こ と

に あ る の で は な い。 デ フ ェ リー チ ェの い う フ ィウ ー メ 占領 の第2局 面,つ ま りイ ッ レデ ンテ ィ.

ス トや ナ シ ョナ リズ ム に よ って 主 導 され,・穏 健 派 ・右 派 に投影 され る第1局 面 に対 して,革 命

的 サ ンデ ィカ リズ ム と結 び つ く要素 に主 導 され,前 局 面 と は反 対 に左 派 ・左 翼 に投 影 さ れ る局

面 に着 目 し,後 者 を端 的 に示 す と考 え る カル ナー ロ憲 章 の 内 容 を検 証 す る こ とで あ る。 その際,

.フィ ウ ー メ 占領 の転 換 点 ・新 機 軸 とな るべ く構想 され た 同 憲章 の 成 立 に多 大 な貢 献 を果 た した

革 命 的 サ ンデ イ カ リス ト,デ ア ンブ リス の思 想 に も注 目す る。 す で に 触 れ た よ う に1920年1

月,デ ア ンブ リス は執 政 府 の運 営 を 任 され,フ ィ ウー メ執 政府 にお いて ダ ンヌ ンツ ィオ に次 ぐ

地 位 に立 つ 者 とな った が,こ の 瞬 間 こそ 第2局 面 へ の転 換 点 だ った。
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1.A・ デ ア ン ブ リス の フ ィ ウ ー メ 論

(1)デ ア ンブ リス(1874-1934)の 個 人 史4)

まず は じめ に,「 フ ィウ ー メ の デ ア ンブ リス」 に至 るま で の 来 歴 を 簡 単 に 紹 介 しよ う。

1874年9月,ト ス カ ー ナ の マ ッサ カ ッ ラー ラ県 で商 人 の 長 男 と して 生 ま れ た デ ア ンブ リス

は19世 紀 末 に はPSI(イ タ リア社 会 党)党 員 とな り,同 県 で 党 活 動 を は じめ て い る。 地 元 公

安 に よれ ば,か れ は法 学 部 学 生 と して2年 次 ま で通 学 して い た が,社 会 党 員 を 指す のだ ろ うか,

破 壊 活 動 分 子 と関 係 して いた と い う。

1898年5月,デ ア ンブ リス は兵 役 を拒 否 して マ ル セ イ ユ に逃 亡 す る が,フ ィ レ ン ツ ェ軍 事

裁 判所 に よ って 懲 役1年 の実 刑 を 言 い渡 さ れ る と,ま もな くブ ラ ジル に逃 げ,サ ンパ ウ ロ に居

を構 え た。 そ して ブ ラ ジル の 大 農 園 に働 くイ タ リア人 労 働 者 の組 織 化 を支 援 し,有 能 な 労 働運

動 指導 者 と して.の自 己の 資 質 を熟 させ る。 ま た現 地 で,他 の イ タ リア 系 移 民 と と もにPSI機

関 紙 と同 名 の 週 刊 《Avanti!》 を創 刊 す るが,同 紙 は ほ どな く当地 で社 会 主 義 闘 争 の 有 名 な機

関 紙 と な る。 他 方,大 農 揚 蓋 側 は デ ア ン ブ リ ス を 訴 え,1903年4月,サ ンパ ウ ロ裁 判 所 は

4カ 月20日 の 投 獄 の 有 罪 判 決 を下 した。 これ を逃 れ る た め イ タ リア に帰 国 す るが,恩 赦 に よ っ

て,1898年 の懲 役 刑 は 免 除 され る。 す で に本 国 イ タ リ.アで は帰 国 よ り先 に ブ ラ ジル で の 活 躍

が 伝 わ って お り,デ ア ンブ リス は著 名 な活 動 家 ・オ ル ガ ナ イ ザ ー とみ な され て い た 。1906年6

月,い まや 革 命 的 サ ンデ ィカ リズ ム の 新 しい拠 点 とな って いた ミラ ー ノ に 転 居 し,1902年 に

社 会 党 イ モ ラ大 会 後 に成 立 した党 内 の革 命 的 サ ンデ イカ リ'ストグル ー プの 指 導 部 に入 る。 この

グ ル ー プ は と くに,ナ ポ リの 革 命 的 サ ンデ ィ カ リ ズ ム 系 新 聞 『ラ ・プ ロパ ガ ン ダ 』(La

Propaganda)派 を 中心 とす る,伊 南 部 の社 会 党 員 を 中核 と して 形 成 され て い た 。

1907年2月,パ ル マ 労 働 会 議 所 の 指 導 を依 頼 され た デ ア ンブ リ ス は こ れ を 引 き 受 け,さ ら

に 同 年 末,エ ミー リ ァの 革 命 的 サ ン デ ィ カ リズ ム の 機 関 紙 『イ ン テ ル ナ ツ ィ オ ナ ー レ』

(L'lnternazionale)の 編 集 も任 され る。 そ して パ ル マ の労 働 運 動 は そ の 後 ま もな く非 妥 協 的

闘 争 に入 る。1908年5月1日 か ら6月25日 ま で の歴 史 的 な農 業 労働 者 闘争 で あ るパ ル マ 闘 争

の 最 終 局 面 で,デ ア ンブ リス 指導 の パ ル マ 労働 会議 所 は 加 入 金 業 種 の無 期 限 ゼ ネ ス トを宣 言 す

るが,こ の ス トラ イ キ は 社会 党首 脳 部 と ジ ョ リッテ ィ政 府 に よ る頂 上 交 渉 に よ り闘争 実 行 者 が

見 捨 て られ る か た ち で手 打 ち とな った。 この パ ル マ 闘 争 の 敗 北 後,デ ア ンブ リス は ス イ ス のル

ガ ー ノ に逃 れ て逮 捕 を免 れ た が,1908年9月 のPSIフ ィ レン ツ ェ大 会 で 革 命 的 サ ンデ ィ カ リ

ズ ム派 の除 名 が試 み られ る。 デ ア ン ブ リス は数 ケ月 にわ た って,ル ガ ー ノか ら 『イ ンテル ナ ツィ

オ ナ ー レ』 紙 を 指導 しつ づ け,ま た,10月 に は フ ラ、ンス の マ ル セ イ ユ で 開 か れ たCGT(仏 労

働 総 同 盟)大 会 に も参 加 す る。 ほ ど な く して 再 度 ブ ラ ジル に渡 るが,1911年2月 に帰 欧 し,

ふ た た び ル ガ ー ノ に戻 る。 この 間,1910年12月 に ボ ロ ーニ ャで 開催 さ れ た革 命 的 サ ン デ ィカ
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リズ ム の大 会 は,デ ア ンブ リス の 示 唆 を受 け,社 会 党改 良派 と密 接 な 関係 に あ った イ タ リア 最:

大 規 模 の 労 働 組 合 ナ シ ョ ナ ル セ ン タ ー で あ る 労 働 総 同 盟(ConfederazioneGeneraledel

Lavoro=CGL)に は と どま る もの の,革 命 的 サ ン デ イ カ リス ト少 数 派 の 活 動 を 調 整 す る 「直

接 行 動 委 員 会 」(Comitatodell'Azionediretta)の 設 置 を 決 め て い た。

しか し,1911年10月 に は じま る リ ビア戦 争(伊 土 戦 争)は,革 命 的 サ ンデ ィカ リズ ム 陣 営

に分 裂 を 引 き起 こす 。 一 部 の 革 命 的 サ ンデ イカ リス トの 間 で は労 働 者 大 衆 の倫 理 的 ・経 済 的 発

展 を結 果 的 に 自 己証 明 す る国 家 へ の熱 望 が い っそ う強 くな り,ナ シ ョナ リス トとの接 点 が で き

る。 こ の と き,滞 仏 中 の デ ア ンブ リス は論 説 や集 会 で リ ビア戦 争 へ の 反 対 を表 明 し,こ の戦 争

は帝 国主 義 の 暴 挙 で あ り,「 大 銀 行 と軍 国 主 義 が イ タ リア を無 理 矢理 引 き ず り込 ん だ 犯 罪 行 為 」

で あ り,プ ロ レタ リア ー トに は 利 益 が な い と断 じた 。 と はい え,実 際 の と こ ろ,リ ビア戦 争 に

対 す る か れ の 立 場 は 微 妙 で あ り,そ れ は戦 争 へ の 全 面 的 ・絶 対 的 反 対 で は なか った と い え る。

た しか に デ ア ンブ リスは,F・ コ ッ リ ド一 二 の革 命 的 サ ンデ ィカ リズ ム紙 『パ ー ジネ=リ ー ベ

レ』(Paginelibere)や 『イ ンテル ナ ツ ィオ ナ ー レ』 その 他 の サ ンデ ィカ リズ ム系 詰 紙,さ ら

に は親 交 の あ った フ ラ ンス の 「バ タイ ユ=サ ンデ イ カ リス ト』(Labataillesyndicaliste)な

ど に反 戦 記 事 を書 き,労 農 運 動 内 部 で の 戦 争 支持 者 に対 して 激 し く攻撃 して は い た5)。 だ が 他

方 で は,社 会 党 の平 和 主 義(pacifismo)を 批 判 しつ つ伊 土 戦 争 の な か に 国 の 地 中 海 的 生 活 に

結 び つ い て い る歴 史 的 ・民 族 的要 求 を み る,革 命 的 サ ンデ イカ リス トの理 論 的指 導者 アル トゥー

ロ=ラ ブ リオ ー ラの よ う な人 々 の見 解 も共 有 して い た。 ま た,「 現 実 問 題 す べ て の 戦 争 が 英

雄 的 ・革 命 的 側 面 の教 育 を も って い る わ け で は な く,植 民 地 戦 争 に そ れ は ま った くな い」 と し

て植 民地 戦 争 を否 定 しなが ら も,戦 争 の もつ 革命 性 へ の評 価 に は肯 定 的 と も受 け と られ る発 言

を お こな って い た。 しか し,健 全 な資 本 主 義 の た め に は場 をつ く って や る が,軍 部 官 僚 の 能 な

した ちの 場 所 を つ く らな け れ ば,リ ビア の 挙 行(impresadiLibia)に 反 対 で は な い と も書 い

て い た(《Paginelibere》150tt.1911)6)。 以 上 か ら,デ ア ンブ リス は革 命 作 因 と して の戦 争 に

期 待 して い た が,イ ダ リアの ア フ リカベ の危 険な 野 望 と判 ぜ られ る植 民 地 戦 争 と して の リビア

戦 争 に は 反 対 の立 場 で あ っ た こ とが 理 解 で き る。 そ して,前 者 の よ う な考 え方 が 第1次 大 戦 へ

の 参 戦 論 に継 続 して ゆ くこ と に な る。

1912年11月,モ デ ナ で の 直 接 行 動 大 会 は,非 宗 教 的 ・非 政 治 的,か つ 社 会 党 か ら 自立 した

革 命 的 サ ン デ ィカ リズ ム労 組USI(UnioneSindacaleItaliana,イ タ リア 労 働 組 合 連 合)の

結 成 を 決 め るがn,ル ガ ー ノか らUSI結 成 の 準備 ・指 導 を お こ な っ た デ ア ン ブ リス はUSIの

指 揮 を委 ね られ る。

1914年 夏 に第1次 世 界 大 戦 が 勃 発 し,第2イ ン タ ナ シ ョナ ル の 崩 壊 が 目 に見 え る と,共 和

主 義 者,一 部 の 社会 主 義 者,そ して 革 命 的 サ ンデ イ カ リス'トも参 戦 を 主 張 しは じめ る が,そ の

急 先 鋒 こそ,今 次 の 大 戦 を 社 会 革 命 の触 媒 で あ る と規 定 した8)デ ア ンブ リス だ った。 か れ は,
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生 き の び た 中 世 国 家 オ ー ス ト リ ア と ドイ ツ 帝 国 主 義 の 打 倒 を 叫 ぶ 参 戦 フ ァ ッ シ(Fasci

interventisti)の 精 力 的 な活 動 家 の ひ と りだ っ たが,民 主 派 参 戦論 に も近 い その参戦 主 義 に よっ

てUSIは 分 裂 しか ね な くな る。 そ して事 実,1914年8月 のUSIミ ラー ノ大 会 で ア ナ ル コ=サ

ンデ イカ リス トのA・ ボル ギ ら非 参 戦 論 者 に対 し数 的劣 勢 が あ き らか に な る と,デ ア ン ブ リ

ス ら参 戦 主 義者 はUSIを 出 て独 自 にUIL(UnioneItalianadelLavoro,イ タ リア 労 働 連'合)

を結 成 す る が,大 戦 中 は そ の 活 動 を ほ とん ど停 止 して い た。 大 戦 後 の1918年6月,UILは は

じめ て公 式 の結 成 大 会 を 開 き,民 主 主 義 的 参戦 主 義 原 則 へ の 依 拠,参 戦 国 間 の対 等 な講 和,国

内 に あ って は 生 産一 階 級 利 害 との 両 立 を 追 求 した。 現 実 的 な戦 略 と して 社 会 党 ・CGL支 配 か

らの労 働 者 の解 放 を 目論 ん だ が,UILは 大 労 働 組 合 へ の 飛 躍 ・成 長 に 苦 し む。 孤 立 感 を 深 め

る デ ア ンブ リス は この 頃,B・ ム ッソ リー ニ や フ ァ シ ス トの 戦 闘 フ ァ ッ シ(Fasciitalianidi

combattimento)に 接 近 す る 一 方,社 会 主i義 修 正 論 を 唱 え る 『リ ン ノ ヴ ァ メ ン ト』(11

Rinnovamento)を 発 刊 す る。

こ う した 経緯 を経 て,1919年12月,ダ ンヌ ンツ ィオ か らの つ よ い要 請 を受 け,翌1920年1

月10日,内 閣 首 班 に 就 任 す る ので あ る。 デ ア ンブ リス は フ ィウ ー メ を 生産 者 国 家(Statodei

produttori)形 成 の拠 点 に す る こ とで,そ れ が イ タ リア半 島 全 体 に革 命 の促 進 ・拡 大 化 を 図 る

好 機 と考 え た。 だ が,社 会 党 は も と よ り多 くの 社 会主 義 者 ら左 翼 は デ ア ンブ リス の こ の試 み を

不 審 視 して い た の だ った。

② デ ア ンブ リス の フ ィウ ー メ 論

筆者 の知 るか ぎ り,デ ア ンブ リスが フ ィ ウ ー メ に関 して書 い た ま と ま っ た 著 作 は,1920年

に刊 行 され た 『フ ィ ウー メ問 題 』 の1点 の み で あ る9)。だ が これ ま で,フ ィ ウ ー メ 占 領 関 連 の

研 究 書 や論 文 で も同書 が 取 り上 げ られ る こ とは ま った くと い って よ い ほ どな か った。 した が っ

て本 節 は そ の 内 容 を 紹介 す る こ と も意 義 な しとせ ず,同 書 に依 拠 して デ ア ンブ リス の フ ィ ウー

メ観 を詳 し くみ て ゆ・く。

デ ア ン ブ リス は,章 番 号 はふ られ て いな いが 結 語 をふ くめ計5章 か らな る 同書 の 第1章 「こ

れ まで の 記 録 」(Documentiretrospettivi)の 冒頭 で,「 イ タ リア人 はす くな く と も,フ ィウー

メ 問題 が どの地 点 に あ るの か,ま た,愚 か で卑 怯 な 政 治 が 国 民 の威 厳 と利 益 とを この上 な く辱

め この 問題 を解 決 しよ う と謀 って い る とい う こ との 概 略 を知 って お くべ き だ」 とイ タ リア 本土

の 国 民 に 呼 びか け るlo)。そ して1918年10月30日 の フ ィ ウー メ住 民 投 票 に よ って イ タ リア帰

属 が 決 定 され た に もか か わ らず,伊 政 府 が フ ラ ンス 外 務 省(Quaidて)rsay)の 伝 統 的 な 陰謀

政 策 と結 び つ い て い る英 米 と衝 突 もせ ず に生 蜜 の都 市(CittaOlocausta)フ ィ ウ ー メ 自身 の

イ タ リア へ の 帰 属意 志 を 拒 絶 して い る と憤 慨 す る")。

第1章 で は つ づ い て,・・1919年12月9日 の英 仏 米連 合 国 覚 書 と これ に対 抗 して 出 され た ニ ッ
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テ ィ政 府 の 覚 書,さ らに は 両 者 の 和 解 案(1月14日)に 言 及 す る。 そ もそ も連 合 国 覚 書 の 方

は10月27日 にパ リの伊 代 表 団 に 示 され た 米 国 の覚 書 を 要 約 した もの だ っ た。 つ ま りそ れ は イ

ス トリアや ダ ル マ チ ア,ア ルバ ニ ア な どの 処 置 を具 体 的 に指 示 して い るが,フ ィウ ー メ につ い

て は,・20万 ユ ー ゴス ラ ヴ ィ ア 人 と4万 の イ タ リア 人 が 連 合 国 の 統 制 下 に お か れ る緩 衝 国 家

(Statocuscinetto)と して の フ ィウ ー メ 自由 国家(StatoliberodiFiume)の 樹 立 を 提 示 し

て い た。 さ らに,住 民 数 でユ ー ゴス ラ ヴ ィ ア人 が 圧 倒 す るが,イ タ リア 系 住民 に敬 意 を表 して,

将 来,連 合 国 は オ ー ス トリア=ハ ンガ リー 帝 国時 代 と同 程度 の 自治 権 保 証,フ ィウ ー メ 自由 国

家 か らの 特 別 区(c6rpusseparatum)の 分 離 ・自治(但 し,そ の港 湾 と 鉄 道 は 特 別 区 で は な

く 自由 国 家 に委 ね られ る)を 認 め る こ と も考 慮 さ れ て い だ2)。 これ は ウ ィ ル ソ ンの米 国(お よ

び連 合 国)と ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィ ア に と って最 大 限の 譲 歩 だ った で あ ろ う。 しか し,こ の 覚 書 に対

す るニ ッテ ィ政 府 が 翌1920年1月6日 に提 出 した 反論 的 覚 書 は,ロ ン ドン条 約 中 の 国 境 線 で

の 自 由 フ ィ ウ ー メ国 家 を 承 認 す る が,「 こ の 自由 国 にお い て フ ィ ウ ー メ市 は,独 自の 管 轄 区 域

を有 して,そ の イ タ リア的 特 質(italianita)を 有 効 に保 護 す る法 律 に よ っ て保 証 さ れ るべ き

で あ る」,「ダ ル マチ ア と フ ィ ウ ー メ市 の イ タ リア人 は そ の居 住 地 を離 れ る こ とな く,イ タ リア

市 民 権 を 選 択 す る 自 由を 得 る もの とす る」13)など,連 合 国 の覚 書 よ り もフ ィ ヴ ー メ市 の 裁 量'と

イ タ リ ア.人 の 権 利 を 拡 大 さ せ て い'た 。1週 間 後,英 仏 伊 間 の 長 い 議 論 を へ て 妥 協

(compromesso)が 図 られ る が,ユ ー ゴス ラ ヴ ィア 側 が特 別 区 に対 す るイ タ リアの 統 治 権 は 認

め られ な い と して 伊 覚 書 を 拒 否 した結 果14),一 連 の協 議 も水 泡 に帰 して しま う。

デ ア ン ブ リス は,フ ィ ウ ー メ代 表 と して か れ 自身 がニ ッテ ィに渡 した1920年4月 の 嘆 願 書

(Memoriale)に 注意 を 喚起 す る。 嘆 願 書 は,1918年10月30日 の 住 民 投 票 に よ って フ ィ ウ ー

メ 自 由市 が意 志 と 自治権 の 具 体 的 表 現 と して イ タ リアへ の帰 属 を 決 定 した こ とを イ タ リア政 府

に再 度 確 認 させ,ま た,'か つ て ハ ンガ リー王 国に 属 して い た特 別 区 の完 全 至 高 の独 立 に は港 も

鉄 道 も含 ん で い る と した。 さ らに,フ ィウ ー メ代 表 不 在 の いか な る合 意 や 妥 協 も,自 治 権 を 損

な う も の と して これ を拒 絶 す る し,不 当 な 強 要 を 斥 け る た め に は あ らゆ る非 常 手 段 も辞 さな い

と記 して い た。 こ う して デ ア ンブ リス は フ ィウー メの 不 屈 の 意 志 と,「 ウ ィル ソ ンの 公 理 に よ

るの み な らず 」15),corpussepar合tumの 特 別 地 位 に よ る 自 己決 定 権 を力 説 して第1章 を結 ん だ。

つ づ い て 「フ ィウ ー メの 経 済 的 価 値 」 と題 され た第2章 冒頭 に,先 の1月14'日 の 連 合 国 ・

イ タ リア 間 の 妥 協案 を再 び 姐上 に載 せ,す べ て の 設 備 を 含 む 港 湾 全 体 と鉄 道 が連 合 国 に 引 き 渡

され て そ の管 理 下 に入 る と した 理 由は,平 和 の確 保 とい う 口実 で,連 合 国 が 自分 た ち の利 益 た

め に人 民 と領 土 を恣 に した が った か らだ と断 定 した 。 くわ え て,大 戦 の 真 の勝 利 者 は と くに英

米 の よ うな富 裕 国 で,そ う した 国 はす で に世 界規 模 とな って い る残 忍 な高 利貸 的商 業 ヘゲ モニ ー

を 完 成 させ る手段 と して連 合 国 を つ くった のだ と批 判 した16)。

他 方,・デ ア ン ブ リス は,フ ィ ウ ー メ とダ ンツ ィ ヒ と コ ンス タ ン チ ノ ー プ ル を手 中 に収 め る者
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が,全 バ ル カ ンお よ び 中 ・東 ヨ ー ロ ッパ とい う広 大 な 未 開発 地域 の主 人 とな るが,そ のフ ィウー

メ は北 一 束 ヨー ロ ッパ へ の 浸透 と拡 大 に最 適 の 場 所 の 一 つ で あ り,ド イ ツ ・ポ ー ラ ン ド ・チ ェ

コ ス ロヴ ァキ ア ・オ ー ス ト リア ・ハ ンガ リー ・ロ シ ア ・ウ クラ イナ ・トラ ンシル ヴ ァニ ア ・ルー

マニ ア ・ユ ー ゴス ラ ヴ ィア ・ブ ル ガ リア,そ して コ ン ス タ ンチ ノ ー プル と壮 大 な鉄 道 網 に よ っ

て繋 が って い る と強 調 す る。 ま た,添 付 地 図 には 点 線 で,フ ィ ウ ー メを 頂 点 と しダ ンッ ィ ヒと

コ ンス タ ンチ ノー プ ル を結 ぶ線 を底 辺 とす る鈍 角 二 等 辺 三 角 形 が 描 か れ,そ の三 角 形 の な か に

ウ ィー ンや ブ ダペ ス ト,ブ カ レ ス トや ベ オ グ ラー ドが 収 ま り,プ ラハ や ワル シ ャ ワ,ソ フ ィア

と い った都 市 が三 角形 に近 接 して い る。

す で に ダ ンツ ィ ヒ と コ ンス タ ンチ ノー プル を 獲 得 して バ ル ト海 と黒 海 を完 全 制 覇 して い る英

国 だ が,他 方,ア ドリア海 の経 済 支 配 を 狙 う米 国 は,通 商 経 済 的 に絶 好 の位 置 に あ る フ ィウー

メ・を欲 して い る。 経 済 的金 権 支 配 の英 米 は イ タ リア に残 され た 唯 一 の 拡 張 領 域 を互 い に 山分 け

しょ うと手 を結 ん で い る の だ と し,デ ア ンブ リス は これ を 資 本 主 義 国 の 国 際 トラ ス トと決 めつ

け て 敵視 した17)。こ う した,と くに米 国 の も くろ み に と って必 要 な戦 略地 点 が,緩 衝 国 す なわ

ち フ ィウ ー メ 自由 国 だ とい うの で あ る。

デ ア ンブ リス は,イ タ リア政 府 が こ う した ウ ィル ソ ンの 策 略 に同 意 して い る と み て,一 連 の

協 議 ・合 意 を徹 底 的 に批 判 す る。 だ が,フ ィ ウー メは 同意 しな い,'フ ィ ウ ー メ は武 装 解 除 しな

い,フ ィウ ー メ に は ダ ン ヌ ンツ ィオ が い るの だ と述 べ て 章 を閉 じだ8)。

第3章 「受 容 可 能 な解 決 」 で デ ア ン ブ リス は,ロ ン ドン条 約 を適 用 して フ ィウ 』 メ に イ タ リ

ア 国家 との領 土 的 隣接 性(contiguity)を 保 証 す る こ との み を要 求 す る と書 く。 他 方,デ ア ン

ブ リス は,ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィア へ の敵 意 と過 剰 な 被 害 妄 想 も激 し く,た と え イ タ リア がユ ー ゴス

ラ ヴ ィ.アに ダ ル マ ッ ィア や フ ィ ウー メお よび 東 イ ス トリア を与 え て も,今 度 は西 イ ス トリアや、

トリエ ス テ,ゴ リツ ィア を 欲 して戦 争 を しか けて くる だ ろ う と邪 推 す る。 さ らに,善 意 か ら自

惚 れ て ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィア の帝 国 主 義 的 飢 え を 満 た し,イ タ リア を見 苦 しい妥 協 で辱 め て い る愚

か な手 合 い が い る と,お そ ら くはG・ サ ル ヴ ェ ー ミニ ら民 主 派 の対 ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィア協 調 論 者

に批 判 の 矛先 を 向 け る の で あ る。

つ い で デ ア ンブ リス は,「 イ タ リア へ の帰 属 が可 能 とな らな い場 合,フ ィ ウ ー メ は 自力 か つ

イ タ リア を巻 き込 まず に 自 らが イ タ リア で あ る こ と(italianita)と 富 の全 体 を 防 御 し,港 湾

と鉄 道 を ふ くむ 自領 土 の 完 全 至 高 の 独 立 性 をつ よ く要 求 」19)して,次 善 の 策 を 披 澄 す る が,こ

れ は デ ア ンブ リス 独 自の見 解 で はな く,フ ィ ウー メ主 義者 の一 定 部分 に は共 通 の思 考傾 向 で あっ

た。 デ ア ンブ リス は つ づ け て,港 湾 を 抱 え る都 市 で は な く都 市 を抱え る港 湾 とい い うる フ ィウー

メ か ら港 湾 と鉄道 を 取 り上 げ,市 民 生 活 に不 可 欠 の こ の2施 設 の 所 有 と管 理 を 国 際 連 盟20)に

委 ね るの は,経 済 的 な海 賊 行為 で あ るば か りか,政 治 的 不 条 理 で あ る。 した が って,フ ィ ウー

メ が イ タ リア の主 権 下 の 自由都 市 とな る にせ よ,港 湾 を奪 われ'るの な らば,そ れ は残 忍 な 愚弄
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で しか な い。 強 奪者(predoni)で あ る資 本 主 義列 強'は内 陸部 の 諸民 族 へ の 利 便 の た め,港 が

フ ィ ウ ー メ市 の所 有 物 に と どま って は な らな い とい うが,こ の見 方 は偽 善 で あ り虚偽 で あ る。

諸 民 族 は 自 由 に港 を利 用 で き る し,実 際,フ ィウ ー メ港 に 関連 を もつ銀 行 ・通 商 ・工 業 の 各 分

野 の 著 名 な 代 表 に よ る1919年10月11日 の 会 議 で こ の 問 題 が 論 議 さ れ,自 由 港(porto

franco)と の 原 則 を も って 解 決 した の だ。 こ の こ と は 仏 首 相 ク レ マ ン ソ ー も問 題 の 公 正 な 解

決 で あ る と判 断 した で は な い か,と デ ア ン ブ リス は 連 合 国 の姿 勢 を 問 う21)。そ して,あ くま で

も開 か れ た フ ィウ ー メ港 で あ る こ とを力 説 し,内 陸部 の諸 人民 を恣 意 的 に拒 殺 す る ことは,フ ィ

ウ ー メな ど よ り反 対 に,米 国 に と って この上 な く容 易 な こ とで あ る と論 駁 す る。 さ らに章 末 で,

次 の よ う に反 論 した。 「イ タ リア は,相 応 の戦 時 賠 償 の 内 金 と して,ハ ン ガ リー に フ ィ ウ ー メ

港 を要 求 す る こ とが で き よ う。 い か な る理 由 によ って イ タ リア の こ の権 利 が否 認 され な け れ ば

な らな い の か も,ま た,な ぜ 国 際 連 盟 に よ って わ ざ わ ざ横 取 りさ れ ね ば な らな い の か もま った

く理 解 で きな い」。

第4章 は 「和 解」(modus-vivendi)と 題 され て い る こ と か ら もわ か る よ う に,1919年ll

月23日 に イ タ リア政 府 が フ ィウ ー メ に 提 出 した和 解 案 を意 識 して 書 か れ て い る・2・。 デ ア ンブ

リス は まず,「 ニ ッテ ィ によ って, .フィ ウ ー メ とイ タ リア 疎 府(Italiaufficiale)と の 関 係 は,

フ ィ ウ ー メ と義 勇 兵 た ちを そ の 必 要 も目 的 もな く侮 辱 し侵 害 した一 連 の行 為 に よ って無 用 に悪

化 し,兄 弟 殺 しの戦 闘 に至 る可 能 性 もあ った 反発 へ と押 しや った」鴻)と,伊 政 府 の,軍 隊 ま で

配 備 した 陸 路 ・海 上 の 封 鎖(blocco)に よ る政府 の 実力 措 置 を 激 し く批 判 す る。 そ して 殺 人

具 に等 しい この 封 鎖 が い った い何 の た あ に な るの か と詰 問 し,ニ ッテ ィが執 拗 につ づ け て い る

経 済 封 鎖 には 二 つ の 目的 が あ る。 そ れ は,第1に フ ィウ ー メの 抵 抗 を衰 弱 させ る た め で あ り,

第2に イ タ リア政 府 が現 在 の フ ィウ ー メ 占領 とは何 の共 犯 関 係 もな い と,疑 い深 い連 合 諸 国 に

納 得 さ せ るた め で あ る と説 明 し,と こ ろ が こ の よ う な経 済 封 鎖 で は な に ひ とつ 解 決 しな い とつ

け加 え る。

ダ ン ヌ ン ツ ィオ が 司令 官 で あ るの は,フ ィウ ー メ民 族 会 議 が 全 権 を委 任 したか らで は な く,

明 白 な知 的優 秀 さや人 間 的 魅 力,ま た,か れ のみ が フ ィウ ー メ信 仰 を象 徴 し勝 利 を もた らす と

の 確 信 に よ って,ダ ンヌ ンツ ィオ が精 神(animi)に 命 じて い るか らだ と,デ ア ン ブ リス は ダ

ン ヌ ンツ ィオ の 超 越 的神 秘 力 を 特 筆 す る。 で あ るか ら,ダ ンヌ ンツ ィオ を跳 び越 して フ ィウ ー

メ問 題 を解 決 しよ う と して,司 令 官 か らフ ィウ ー メ人 民 を 引 き離 そ うと い っ た謀 は愚 か な こ と

で あ 翫 とい う。 デ ア ン ブ リス に と って ダ ン ヌン ツ ィオ の 存 在 は ま さ し く絶 対 的 で あ った。

デ ア ン ブ リス は,最 終章 の 「結 論 」 で,フ ィウ ー メ問 題 に対 す る4点 の解 決 策 を箇 条 書 き 的

に列 挙 す る。 そ の最 も注 目す べ き は第1番 目 の もの で あ る。 す な わ ち,「 フ ィ ウ ー メ の 明 らか

な イ タ リア 的 性 格 と 自決権 ρ保 全 の ため に は,つ ぎ の二 つ の解 決 策 しか 存 在 しえ な い。 す な わ

ち,a)1918年10月30日 の人 民 投 票 に した が って フ ィウ ー メ を イ タ リア 国 家 に併 合 す る こ と,
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あ るい は,b)フ ィウ ー メ お よ び そ の領 域 を,至 上 権 を もつ 独 立 国 家 と して 承 認 す る こ と を含

め て ロ ン ドン条 約 を 適 用 す る こ と。 他 の 解 決 はす べ て,フ ィウ ー メ の権 利 お よ び イ タ リア の利

益 を 侵 害 す る と して,フ ィ ウ ー メは これ を断 固拒 絶 す る」。 残 りの3点 は,フ ィ ウ ー メ港 お よ

び 鉄 道 の 所 有 と管 理,フ ィ ウー メの 政 治 問 題 解 決 に向 け た和 解 案 の作 成 に 関 す る もの で あ る。

な お 後 日,カ ル ナ ー ロ憲 章 の デ ア ンブ リス草 案 の なか で,港 湾 に 関 して は 「序 」 に,鉄 道 は第

7条 に 明示 され るだ ろ う。

以 上,デ ア ン ブ リスの フ ィ ウ ー メ観 な い しフ ィウ ー メ論 を み て き た が,こ の うち と くに重要

とみ られ る2点 を 指 摘 した い。 まず,デ ア ンブ リス は,フ ィウ ー メ の処 遇 に 関 し,同 市 の 民族

会 議 や ナ シ ョナ リス トが 当 時 声 高 に主 張 して い た イ タ リア の フ ィウ ー メ併 合 論 に 同調 す る一方

で,し か しこれ を 唯 一 の 道 と は考 え ず,完 全 な独 立 国家 の形 成 を もそ の将 来 的 な 選 択 肢 に入 れ

て い た点 で あ る。 デ ア ン ブ リス も フ ィ ウ ー メ の イ タ リア性 あ るい は イ タ リア 的性 格 を 意 味 す る

イ タ リ ア ニ タ

italianitaと い う言 葉 を 多用 した が,そ れ は文 字 どお りフ ィ ウ ー メの す べ て を イ タ リア 王 国 へ

移 譲 させ る こ とで 実 現 され るの で は な く,あ くま で もフ ィウ ー メ を1個 の ア イ デ ンテ ィテ ィを

もつ 存 在,政 治 的 共 同体 と して 理 解 す る ゆ え に,自 由港 を もつ 自 由都 市(Cittalibera)と し

て の フ ィ ウ ー メの 構 想 が 生 まれ る の で あ る。 も っ と もそれ は連合 国 の描 く緩衝 都 市 と して の フィ

ウ ーメ 自 由都 市 と は ま っ た く異 な っ て い た。 次 章 に み る よ うに,カ ル ナ ー ロ憲章 の 独 自性 もデ

ア ンブ リスの こ う した観 念 が根 底 に あ って成 立 した もの だ とい う こ とを前 提 と して 認 識 して お

くべ きで あ る。
レ トロ テ ッ ラ

デ ア ンブ リス は ま た,retroterraす な わ ち後 背 地 ・内 陸 部 の諸 民 族 に 対 す る フ ィ ウ ー メ の 開

放 性 を強 調 して い るが,他 方 で 新 生 ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィア 岱 の 敵意 は 苛 烈 きわ ま りな か った 。 フ ィ

ウ ー メ の おか れ て い た情 勢 を考 慮 して も,そ の敵 意 は尋 常 で な く,そ れ は む しろ フ ィ ウ ー メの

孤 立 化 を助 長 す る方 向 に 向 か わ せ る もの とな った の で は な か ろ うか 。 そ の 経 済 的 ・産 業 的 な先

進 性 を認 め る に して も,い や,近 代 的産 業 都 市 で あ るが ゆ え に,農 産 物 を 含 め 生 活 必 需 物 品の

自給 が不 可 能 な の は歴 然 だ った。 す な わ ち,フ ィウ ー メ は ク ロア チ ア に属 す る隣 接 地 ス シ ャク

を は じめ,周 囲 の ス ラ ヴ系 コ ミュニ テ ィに少 な か らず 依 存 しな くて は 生 きて い けな か っ た ので

あ る。 デ ア ンブ リス は こ の側 面 を重 視 して い な い よ うだ が,あ え て そ れ を 閑 却 して い た よ うに

もお もえ る。 「強 奪 者」 英 米 仏 連 合 国 とそ の支 援 を受 け る ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィア,そ う した 諸 国 か

ら圧 迫 さ れ る被 害 者 と して の フ ィウ ー メ とい った 構 図 が デ ァ ンブ リスの 思 考 を 覆 っ て い た こと

で,フ`イ ウ ー メ の対 外 的 開放 が よ りい っそ う困難 に な って しま った こ とは 間 違 い な い。

とは い え,フ ィウ ー メ の 内 的世 界 に あ って は,デ ア ン ブ リスは 自 ら設 計 す る 国家 を構 築 しよ

う と図 った。 そ れ は,革 命 的 サ ンデ イカ リス トと して の 自身 の 思 考 を 全 面 的 に反 映 させ た 国家

基 本 法,1カ ル ナ 一 回憲 章 の構 想 とな る。 しか し,そ もそ も革 命 的 サ ンデ ≧ カ リズ ム は,政 治権

力 で は な く労 働者 に よ る産 業 権 力 の 掌 握,経 済 権 力 の 奪 取 を とお して 直 接 に 国家 権 力 を獲 得 ・
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維 持 す る,い わ ば下 か らの権 力 シ ス テ ム の構 築 ・完 成 を 第1の イデ オ ロ ギ ー と して い た はず で

あ っ たが,ダ ン ヌ ンツ ィオ に よ って 実 質 的 な最高 行 政 権力 者 に突 如 と して 昇 りつ め て しま った

デ ア ンブ リス は,労 働 者 国家 の 形成 に向 けて 上 か らそ の 実 行 に うつ す に いた った こ と に よ り,

一 種 の 自 己矛 盾 とナ シ ョナ ル サ ンデ ィカ リズ ム化 へ の 懸念 を認 識 しな か
った で あ ろ う か。 た と

え,デ ア ンブ リス が そ の点 につ い て 深 い 危 惧 を覚 え な か った に せ よ,ま た,国 家 主 義 的 発 想 を

か れ 自身 は と らなか った に して も,カ ル ナ 一 回憲 章 の成 立 を機 に新 た な 展 開 を み せ る フ ィ ウ ー

メ に,革 命 的 サ ンデ ィカ リズ ム か らナ シ ョナ ル サ ンデ ィカ リズ ム へ の地 な ら しを 見 て と る こ と

は不 可 能 で は な い だ ろ う。

2.カ ル ナ ー ロ憲 章 と協 同体 論

(1)カ ル ナ ー ロ憲 章 へ

1919年11月 末 頃,ム ッソ リーニ は フ ィ ウー メの ダ ンヌ ンツ・イオ に つ ぎ の よ うな 私 信 を 送 っ

た。 「拝 啓,司 令 宮殿,/友 人 の デ ア ンブ リスが 選 挙 後 の 政 治 状 況 盟)につ い て あ な た に お 話 し

す る で し ょ う。[…]デ ア ンブ リス が わ た しの 考 え を 口頭 で あ な た に伝 え る で し ょ う。 わ た し

は,こ の 時 期 に[フ ィ ウー メか らイ タ リア]国 内 へ 進 軍 す るの は,そ れ が ど ん な もの で あ って

も,国 を深 刻 きわ ま りな い発 作 に陥 れ る もの と強 く思 って い ます 。[… 〕 た と え辛 く と も現 実

を 無 視 す る こ とは で き ま せ ん[…]。/変 わ らぬ忠 誠 を も って/ム ッ ソ リー ニ」25)。

これ に対 す るダ ン ヌ ンツ ィオ の 返 信 は,「[…]ア ル チ ェ ステ[デ ア ンブ リス]と 話 しま した。

わ れ わ れ は合 意 しま した。 取 り急 ぎ 失 礼 」 と い う よ うな 素 っ気 な い もの だ ったが26),ム ッソ リー

ニ の こ の ダ ン ヌ ンツ ィオ宛 私 信 か ら,ダ ンヌ ンツ ィオ とデ ア ンブ リス との 関 係 は ム ッ ソ リー ニ

の 仲 立 ち に よ って は じま った こ と,ま た,総 選 挙 に落 選 した こ とで 議 会 と い う合 法 的 な場 所 で

の 政 治 変 革 計 画 が頓 挫 し,新 た な 方 向 性 を 模 索 す るム ッソ リー ニ は,他 方 で,こ の当 時水 面 下

で す す め られ て い た ダ ンヌ ンツ ィオ.によ る フ ィウ ー メか らの ロー マ進軍 計画 を押 しと どめ たか っ

た こ とが わか る。

それ か ら1ケ 月 も経 過 して い な い12月21日 付 の 書 簡 で,は や くもダ ンヌ ンツ ィオ は デ ア ン

ブ リス に フ ィ ウー メ へ の支 援 を も とめ る。 「決裂 ⑳ は 不可 避 の よ うだ。 きみ が こ こ に い て くれ

る ζ とが 必 要 だ と思 う。 そ して き み の 援 助 が 必要 だ。 きみ は わ れ わ れ の大 義 に最 大 限 に貢 献 で

き る だ ろ う。 き み を待 って い る[…]」28)。 ダ ンヌ ンツ ィオ と デ ア ンブ リス が知 り合 って か ら ご

くわ ず か の 間 に両 者 の間 で ど の よ うな進 展 が あ っ た の か,判 明 して い るそ の 間 の 書 簡 が ダ ンヌ

ン ツ ィオ の 短 い2通 のみ の た め想 像 す る しか な い が,デ ア ンブ リス へ の この熱 烈 な ラ ヴ コ ール

に よ って 両 者 が 急 速 に接 近 して い った こ とは 文面 か ら容 易 に察 せ られ る。 そ して つ い に ダ ンヌ

ン ツ ィオ は,《Lavedettad'Italia》(1920年1月ll日 号)誌 上 で デ ア ンブ リス の 内 閣首 班 就

こママ ラ

任 を つ ぎの よ う に告 知 す る。 「ア ル チ ェ ス テ=デ ア ン ブ リス議 員 は本 日よ り[…]内 閣 首 班 職
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に就 任 す る。 政 治 的 聡 明 さ,雄 勤 な威 厳,強 力 な指 導 の数 々 の履 歴 を もつ この偉 大 な 同志 の協

力 は,こ ん に ち新 しい生 活 の も っと も高 貴 な表 情 を見 せ て い る英 雄 的都 市[フ ィ ウー メ]の 大

義 に と って この 上 な い こ と で あ る」,と 。

こ う し て 内 閣 首 班 就 任 か ら お よ そ2ケ 月 後 の3月18日,デ ア ン ブ リ ス は 憲 法 草 案

(DisegnodiCostituzione)を ダ ンヌ ンツ ィオ に 提 出 す る。 同 日 の書 簡 で デ ア ン ブ リ ス は次

の よ う に記 して,憲 法 作 成 の意 義 を確 か め て い る。 「い ま現 在,イ タ リ・ア へ の フ ィ ウ ー メ 併合

を 主 張 す る の は不 可 能 の よ うに み え る。 そ の た め,た だ そ れ ゆ え に,わ れ わ れ に まだ 残 さ れて

い る唯 一 の手 段 と して フ ィウ ー メ を共 和 国 と して建 設 す る とい う必 要 を 確認 しよ う。[…]現

在 の よ う な状 態 で は わ れ わ れ は工 業 も商 業 も購 買 資 金 もな く,ま た 文 明 人 と して の 生 活 に不 可

欠 な諸 点 もす べ て 消失 し,暮 らせ な くな って しま う。 わ れ われ に選択 の余 地 は ない。共和 国 フィ

ウ ー メ憲 法 は 自滅 的停 滞状 態 の な か で死 な な い た め の 唯 一 の 手 段 で あ る。[…]憲 法 そ れ 自体

の な か に す べ て の 自由 と現 代思 想 の あ らゆ る斬 新 さを 言 明 して,わ が 血 統 の もっ と も好 機 で栄

光 の伝 統 を再 生 させ る憲法 の例 を世 界 に 示 そ う」四)。

フ ェ ニ 　 チ ェ

1920年8月31日 夜9時,不 死 鳥 とい う名 の 劇場(teatro《Fenice》)に 集 ま っ た観 衆 の 満場

の拍 手 に迎 え られ た 司 令 官 ダ ン ヌ ン ツ ィオ は,「 フ ィ ウー メ の 殉 教 と信 仰 を記 念 す る 壮 麗 な る

演 説 を,《 イ タ リア の フ ィウ ー メ の た め に!早 晩,併 合 を!カ ル ナ 一 回執 政 府 の た め に!

ア ラ ラ》 と締 め く く り」30),つ づ い て 憲 章 の 全 文 を読 み上 げ た の だ った 。 こ こ で ひ とつ の 疑 問

が必 然 的 に湧 きあ が って くる。 す な わ ち,デ ア ンブ リス が ダ ン ヌ ンツ ィオ に3月 に 渡 して いた

草 案 が 決 定版 にな るの に,条 文 の 文 学 的 修 辞 へ の変 更,お よ び そ の他 の部 分 的 な補 足 と修 正 し

か ほ ど こ され な か った に もか か わ らず,な ぜ 半 年 近 く も 日の 目を見 な か った の か とい う疑 問 で

あ る。 この 点 に関 し,デ フ ェ リー チ ェは,両 者 と もに で き るだ け早 い うち に一 般 集 会 で 憲 章 を

説 明 しよ う と考 え て い た が31),ダ ン ヌ ン ツ ィオ が 急 進 化 して 共 和 国 を建 設 す る可 能 性 が あ る と

の 噂 が広 ま った た め,憲 章 の公 表 を 延 期 せ ざ る を え な か った とみ て い る32)。た しか に,ニ ッテ ィ

伊 政 府 の 和 解 案 を拒 否 し,デ ア ンブ リス を招 聰 して ダ ン ヌ ンツ ィオ の 統 治 が 「左傾 化 」す ると,

フ ィ ウー メの 対 伊 政 府 穏 健 派 や 合 法 論 者(legalitari),ま た王 政 支 持 者,ナ シ ョナ リス トとい っ

た 右 派 愛 国主 義 勢 力 が ダ ン ヌ ンツ ィオ の フ ィ ウー メ運 動 か ら離 脱 す る傾 向 を みせ は じめて お り,

こ う した 人 々 は社 会 的 ・制 度 的革 新 や民 主 共 和 国 の 建 設 とい った 目的 に加 わ ろ う と は望 ん でお

らず,し た が って ダ ン ヌ ン ツ ィオ の 政 治 環 境 は不 安 定 な もの に な りつ つ あ ったか らで あ るお)。

さ らに,ダ ン ヌ ンツ ィオ 自身,イ タ リア王 国 との 一 体 性 にか な りつ よ く拘 泥 して い た こ と も憲

章 の公 表 が遅 れ た理 由 で は な い だ ろ うか 胆)。

1週 間後 の9月8日,カ ル ナ ー ロ憲章 の発 布 とな る。 以 下,ダ ンヌ ンッ ィオが 若 干 の手 直 し

を して 完 成 さ せ た と さ れ る カ ル ナ ー ロ憲 章(一 般 に はCartadelCarnaro,正 式 名 称 は

StatutodellaReggenza)の デ ア ンブ リス草 案(以 下,【DE】 と表 記)の 特 色 を 詳 しくみ て ゆ
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こ う路)。な お,適 宜,必 要 に 応 じて ダ ンヌ ンツ ィオ に よ る決 定 版(以 下,【DA】 と表記)と 対

照 す る。

(2)カ ル ナ 一 回憲 章

【DE】 は全47条 か ら構 成 され る。 番 号 を付 した 草 分 け はな され て い な い が,序 ・総 則 ・市

民 ・協 同体 ・コ ムー ネ ・立 法 府 ・行 政 府 ・司法 府 ・司令 官 ・国 防 ・公 教 育 ・憲 法 改 正 ・イ ニ シ

ア テ ィ ヴ(発 議 権)。 レフ ァ レンダ ム(国 民 投 票)・ 請願 権 ・兼 任 不 可 ・解 任 ・責 任 ・報 酬 と い

う合 計19の 章 題 が つ け られ て い る。 まず,「 序」(premessa)で は イ タ リア へ の 帰 属 が 不 可 能

ゆ え に フ ィウ ー メの 自治 ・自立 を 憲 章 で 宣言 して い るが,こ れ は前 章 で 取 り上 げ た 著 作 『フ ィ

ウ ー メ 問題 』 の 結論 の骨 子 に等 し く,デ ア ンブ リス は フ ィウ'一メの最 高 法 の 序 文 で 自説 を再 び

展 開 した こ とに な るお)。つ い で第1条 か ら第10条 ま での 「総則 」(partegenerale)37)・ で は,フ ィ

ウ ー メ 自由 都 市 をカ ルナ ー ロ共 和 国(RepubblicadelCarnaro)と す る こ と(第1条),共 和

国 は生 産 労 働 を 基礎 に もち,ま た組 織 基 準 と して最 大 限 に機 能 的 な地 方 自治 制 を もつ 直 接 民 主

主 義(democraziadiretta)で あ り,性 ・民 族 ・言 語 ・階 級 ・宗 教 の別 な くす べ て の 国 民 共 有

の主 権 を確 認す るが,生 産 者 に よ り大 きな権 利 を認 め,国 家 の諸 権 限 はで き う る か ぎ り分 散 す

る こ と(第2条),共 和 国 は 独立 と 自由 と公共 諸 権 利 の 防 衛 の た め に 対 策 を講 じる こ と(第3

条),全 市 民 は性 の区 別 な く法 の前 に平 等 で あ り,正 規 の審 理 お よ び 有 罪 の 判 決 以 外 の 諸 権 利

の 侵 害 を認 めず,全 市 民 に,思 想 ・表 現 ・出版 ・集 会 ・結 社 の 自 由を 保 証 し,宗 教 宗 派 はす べ

て 認 め られ る こ と(第4条),納 税 額 に関 係 な く初 等 教 育 ・最 低 賃 金 労 働 ・疾 病 扶 助 ・非 自発

的 失 業 時援 助 ・老齢 年 金 等 を保 証 す る こと(第5条),共 和 国領 内め 港 湾 お よ び 鉄 道 は 永 久 的

に譲 渡 不 能 の国 家 の 資 産 で あ る こ と(第7条),共 和 国銀 行 が貨 幣 を発 行 す る こ と(第8条),

企 業 活 動 お よ び職 業 活 動 は 自由 で あ る こと(第9条)が 規 定 され て い る。 こ う した諸 条 か ら も

【DE】 の特 色 と先 進 性 をみ る こ とが で き る。 第1に,デ ア ンブ リス は イ タ リア本 国 か ら も独 立

した共 和 国 と して規 定 した。 これ に対 し 【DA】 第2条 以 降 に用 い られる正式 名 称が カル ナ一 口=

イ タ リア執 政 府(ReggenzaitalianadelCarnaro)で あ る こ とか ら も.わか るよ うに,ダ ン ヌ ン

ツ ィオ は,あ くま で もフ ィ ウー メを イ タ リア王 国 の 保 護 下 に位 置 づ け る こ とを 選 ん だ。 だ が こ

の 点 に関 し,デ ア ンブ リスの 情 熱 が 看 取 され る一 方 で,伊 政 府 和 解 案 の採 否 を め ぐ って 相 剋 を

み た,民 族 会 議 ・ナ シ ョナ リス トら併 合 派 と フィ ウー メ主 義 左 派 あ るい は義 勇 兵 た ち と の 間 の

フ ィ ウー メ に お け るイ タ リア系 勢 力 内部 の不 統 一 が ダ ンヌ ンツ ィオ に 「執 政 府 」 と い う政 体 を

選 択 させ た とみ る こ と も可 能 だ ろ う認)。

第2に,生 産 労働 お よ び 生産 者 に基 礎 を お く直 接 民主 主 義 国家 とは,ま さ し く革 命 的 サ ンデ イ

カ リス トと して のデ ア ン ブ リスが 長 年 に わ た って 訴 えて き た理 念 で あ った。 しか しそ の理 念 に

お い て,前 章 の 末 尾 に も指 摘 した よ うに,生 産 者 国 家 は あ くまで 産 業 労 働 者 レ ヴ ェル か ら積 み
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上げられてゆく,つ まり下からの権力構築によって結実する国家であるはずだった。その意味

ではフィウーメ共和国は,デ アンブリスの国家的社会主義的側面鋤 を露呈 したともいえる。

第3に,各 種 自由権,両 性の平等,社 会福祉的施策などの諸点は,イ タリア王国憲法(ア ルベ

ル ト憲法)は もちろん,当 時の他欧州諸国の憲法と比較 してもきわめて先進的であった。 さら

に第6条 は 「共和国は,所 有権(propriety)を ひとつの社会的役割(funzionesociale)と 見

な し,絶 対権利あるいは個人的特権 とはみなさない。 したがって,あ らゆる生産手段 ・交換手

段に対する所有権の唯一の合法的資格は,所 有 それ自体を経済全般に利する労働である」 と規

定 した。 これは一見,社 会主義イデオロギーを想起 させるが,同 条文からあきらかなように,

また,革 命的サンディカ リズムの思想では労働者国家への準備段階において大衆の大義の前進

のためにブルジョアジーのある程度の貢献を認識 していた点を重ね合わせると,第6条 は 「所

有」観念を問題に しているのではな く,「労働」を中心 とする社会で果たす ひとつの役割 とし

て所有(権)が 考えられているのである。所有権に対するこのような認識はきわめて独特 とい

える。

(3)協 同体

第10条 で 「以下の3要 素が集合 して共和国の基本構成をかたちづ くる」 として,① 市民
コ ム 　 ネ

(Cittadini),② 協 同体(Corporazioni),③ 市 町 村(Comuni)が 記 さ れ て い る 。 こ の う ち,

第12条 で 満 年 齢20歳 以 上 の 男 女 市 民 に市 民 的 権 利 のす べ て,お よ び全 公 職 へ の選 挙権 と被選

挙 権 が 与 え られ,第15条 か ら第19条 まで の 「コ ム ー ネ」 の章 で は,コ ム ー ネ に対 して,自 治

や 内 部基 本 法 の 制 定,コ ムー ネ 間 の 法 律 ・行 政 上 の 契 約 締 結,初 等教 育,コ ム ー ネ 裁判 官 の 指

名,コ ム ー ネ警 察 な ど に関 す る地 方 自治 的 ・地 方 分 権 的 な諸 権 利 を保 証 して お り,こ こで も憲

章 の先 進 性 を み る こ とが で き る。

そ して,カ ル ナ ー ロ憲 章 の最 大 の特 徴 と して しば しば 話 題 と論 議 を 呼ん だ もの が,第13条 ・

第14条 の わ ず か2条 の 「協 同体 」 条 項 で あ った。 順 序 は 逆 に な るが,第14条 で は,「 協 同体

アウトノミ　ア

は,内 部の組織と活動に関 して,充 分な自律 性を享受する。協同体は,そ の財政上の必要を

満たすため,給 与 ・賃金 ・企業利益あるいは加盟者の職業上の利益に見合った税を課する権利

を有す。協同体は,い かなる種類の共同の利益でもその名 目で,財 産を保有する権利をもつ。

[…]」 として,協 同体にきわめてたかい独立性 ・自律性を与え,協 同体と共和国との関係は,

第15条 から第19条 に規定 した,高 度の自治権を有するコムーネと共和国との関係に等 しいも

のとした40)。その協同体に関 し,国 家の社会的構成要素を8個 の協同体 と規定 した第13条 の

内容は概略,以 下のようなものであった。

「持続的な肉体労働および知識労働によって共和国の物質的繁栄 と文明的発展に協力す る市

民は,生 産的市民(cittadiniproduttivi)・ とみなされ,同 格の協同体 を構成す る下記 のうち
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の1カ テ ゴ リー への 加 入 を義 務 とす る。 す な わ ち,

① 工 業,農 業,商 業,運 輸 業 の賃 金 労 働者 。 こ の カ テ ゴ リー に は従 業 員 を 有 しな い 零 細 手

工 業 者 や 小 土 地 所 有 者 も含 む。[… コ

② 私 企 業 お よび 農 業 企 業 体 の技 術 者 ・事 務 職 員 。 た だ し,共 同所 有 者 は この か ぎ りで ない。

③ 厳 密 な意 味 で 労 働 者 で は な い,商 事 会 社 関 係 者 。 た だ し,共 同所 有 者 は この か ぎ りで は

な い。

④ 工 業,農 業,商 業,運 輸 業 の雇 用 者 。 お よ び②,③ で 言 及 した共 同所 有 者 。[…]

⑤ 全 等級 の,国 家 お よ び コ ム ー ネ の公 務 員 。

⑥ 公 立 学 校 教 員 お よ び上 級 学 校(iStitutisuperiOri)の 学 生。

⑦ 上 記5部 門 に含 ま れ な い 自由 業 者 。

[⑧]41)農 業 ・工業 の い ず れ にせ よ,生 産 ・労 働 ・消 費 の 協 同 組 合(cooperative)は そ れ 自

体 の 管 理 業 務 者 によ って専 ら代 表 され る ひ とつ の 協 同体 を 構 成 す る」。

デ ア ンブ リス は こ の よ うに カル ナ ー ロ共 和 国 の 就 業 人 口構 成 員 を 生 産 的 市 民 と名 づ け,か れ

ら を8協 同体 に 編 入 した。 【DA】 との異 同 に つ い て触 れ る と,第18条 お よ び 第19条 に 相 当

す る 【DA】 で は協 同 体 数 は10団 体 に 増 加 し,内 容 に も一 部 の 修 正 を み て い る。『す な わ ち

【DE】 【DA】 と もに① ～⑤ の 区 分 内 容 は ほ ぼ 同様 で あ る もの の,⑥ に つ い て は 【DE】 に 定 め

た他 に,「 彫 刻 家 ・画 家 ・舞 台 装 飾 家(decoratori)・ 建 築 家 ・音 楽 家,お よ び美 術 ・舞 台美術 ・

装 飾 美 術 に従 事 す る もの全 員 」 が追 加 され て い る。 ⑦ ・⑧ は と もに 同 じで あ る。 だ が,【DA】

に は⑨ と⑩ の,新 規 に追 加 され た 協 同 体 が あ り,⑨ は全 海 員 に よ る協 同体42),⑩ は 「組 合 も人

デ 　 チ マ 　ム 　 サ

員 も コ トバ も もた な い(nonhaarten6noveron6vocabolo)。 そ の充 溢 はdecimaMusaの

充 溢 と して 待 望 され て い る」 とあ り,ギ リシ ャ=ロ ー マ の 神話 世 界 を 想 起 させ る よ うな,き わ

め て 観 念 的 ・神 秘 的 ・ユ ー トピア 的 な 内 容 とな って お り,そ れ は無 論,ダ ン ヌ ン ツ ィオ の精 神

の な か で 創 造 され た イ メ ー ジな の で あ るが,非 常 に 抽象 的 で耽 美 的 か つ 不 分 明 な ,か た ちの み

え な い 協 同 体 と な って い る43)。

【DA】 第10番 目の 協 同体 は あ ま りに も空 想 的 ゆ え に考 慮 外 に お く と して も,上 記 の よ う な

協 同体 に 関 し,そ れ は個 人 一 国家 間 の距 離 を な く し,生 産 を組 織 し調 整 す る制度 で あ る と同 時

に,生 産 者 と 国家 を 結 ぶ 橋 梁 で あ る と認 識 した うえ で,な お か つ ナ シ ョナ ル サ ンデ ィ カ リス ト

(デ ア ンブ リス)の 協 同体 主 義 的 生 産 第1主 義 が ダ ンヌ ン ツ ィオ の 哲 学 的 思 考 ・唯 美 主 義 と 調

和 共 存 した 結 果 で あ り,両 者 の共 通 要 素 は 国 家全 体 に広 が る社 会 的 利他 主 義,自 由主 義 的 ・マ

ル ク ス主 義 的 価 値 の 双 方 を 否 定 す る反 唯 物 主 義,そ して結 局 は革 命 の主 意 主 義 的 あ るい は耽 美

主 義 的理 解 を 含 ん で い る とす る見 解44)は 大 筋 に お い て肯 定 され よ う。

協 同 体 シ ス テ ム に 関 連 す る機 関 に つ い て 言 及 す る と,デ ア ン ブ リ ス は 立 法 府 を 代 議 院

(CameradeiRappresentanti)と 経 済 評 議 会(ConsiglioEconomico)の2院 制 と した。 下
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院 に相 当 す る任 期3年 の代 議 院 の議 員 は20歳 以上 の市 民 か ら直 接 ・秘 密 選 挙 に よ っ て有 権 者

1000人 に1人 の 割 合 で選 出 さ れ,刑 法 ・民 法,警 察,国 防,中 等 公教 育,芸 術,国 家 ・コムー

ネ 関 係 を 協 議 し,法 の制 定 に携 わ り(第21条),ま た経 済 評 議 会 は,比 例 代 表 制 度 を通 じて直,

接 ・秘 密 選 挙 に よ って 以 下 の割 合 で選 出 さ れ た60名 の 議員 か ら構 成 され る。 す な わ ち,農 工

業 労 働 者(15名),雇 用 者(15名),農 工 業 技 術者(5名),私 企 業 管 理 職(5名),公 立 学 校教

員 お よ び上 級 学 校 学 生(5名),自 由業(5名),生 産 協 同組 合 ・生 活 協 同 組 合(5名)で あ る

(第23条)。 こ れ を一 瞥 して 明 瞭 な よ うに,8つ に分 け られ た この 区 分 は 協 同 体 の8分 類 に対

応 す る もの で あ る45)。この経 済 評 議 会 は 商法 ・海 商法,労 働規 則,運 輸,公 共 事 業,通 商 ・関

税 そ の他 の 協 定,技 術 訓 練 ・職 業 訓 練,銀 行 ・企 業 ・技 術 専 門 職 に 関す る法 の制 定 を お こな う

(第25条)。 英 語 圏 で は じめ て フ ィウ ー メ 占領 の全 体 像 を詳 細 に 描 い たM・A・ レデ ィ ー ンは,

代議 院 は 年1回,経 済 評 議 会 は年2回 の 会 合 しか も たず 会 期 もき わ め て短 期 で あ る と指 摘 し,

カ ル ナ ー ロ憲章 は 「異 常 な ほ ど楽 観 的 な 憲 法 で あ っ た」 と み る46)。

本 章 を終 え るに あ た り,'フ ァシズ ム期 の 協 同体 とめ 関 連 につ い て付 言 しよ う。 フ ァ シズ ム国

家 は 別 名,22個 の 協 同体 か らな る協 同体 国家(Statocorporazionale)と 自称 し,協 同体 とい

う用 語 を使 って い るた め に,ま たE・ ロ ッソ ー二 やC・ ロ ッ シ,A・0・ オ リヴ ェ ッテ ィ,S・

パ ヌ ン ツ ィオ,P・ オ ラ ー ノ とい った 多 数 の 元 革 命 的 サ ンデ イ カ リス トが フ ァ シ ス ト運 動 ・体

制 に流 入 ・参 画 した た め に,ダ ン ヌ ン ツ ィオ ーデ ア ンブ リスの 協 同体 論 と の類 縁 性 が連 想 され

るが,フ ァ シ ズ ム の労 働 憲 章(Cartadellavoro,1928年)を 一 見 す れ ば 明 白 な よ う に,30

条 か らな る労 働 憲 章 は,生 産 ・労 働6労 働 組 合 ・ネ イ シ ョ ン(nazione)と い っ た 要 素 は す べ

て 国 家 に包 摂 され 直 接 の支 配 を 受 け る4'.)ことか ら も,そ の 協 同 体 は フ ァ シズ ム 的 国 家 社 会 主

義 実 現 の一 手 段 と して 存 在 した の で あ った。 労 働 憲 章 の 作 成 過 程 に お い て も っ と も革 命 的 サ ン

デ ィカ リズ ム 的 な 立場 を主 張 した ロ ッソ ー二 が 早 々 に退 場 させ られ た こ と は そ の こ と を例 証 し

て い る。 結 局,フ ァ シズ ムの そ れ は 協 同 体 と い う よ りもむ しろ労 ・使 ・国家 の3者 に よ る たん

な る協 調(労 働)組 合 と呼 ぶ ほ うが 相 応 しい もの とな った 。 ま た,フ ァシ ズ ム協 同体 シ ス テ ム

で機 能 した の は,革 命 的 サ ンデ ィカ リズ ムで はな く,完 全 な国 家 統 合 主 義 的 サ ンデ ィカ リズ ム

で あ った。 そ こで は す な わ ち,デ ア ンブ リス の 協 同 体 論 で は当 然 視 され た,資 本 と 国家 に対 す

る労 働 と生 産 の優 越 は,そ の外 皮 的 形 態 を ほ の か に残 しつ つ,内 実 は ほぼ 完 全 に消失 して いた。

つ ま りフ ァ シズ ム は,労 働 と 自治 と普遍 的 な 道 徳 価 値 の 優 位 性 に もとつ く初 期 の理 想 をす っか

り放 棄 して しま った の で あ る。 次章 で は 以上 の前 提認 識 を ふ まえ,カ ル ナ ー ロ憲 章 お よ び 回章

に構 想 さ れ た協 同体 に つ い て,詰 論 を 紹 介 しつ つ,さ らな る検 討 を 試 み よ う。

3.さ ま ざま な カ ル ナ ー ロ憲 章 論 ・協 同体 論 ,

カ ル ナ 一 口憲 章 の評 価 に つ'いて;・・デ フ ェ リー チ ェは,「 こ れ ま で哲 学 者 や 経 済 学 者 や 法 学者
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が つ くれ な か った もの を ダ ンヌ ン ツ ィオ が そ の苛 烈 な精 神 でつ く」 り,「 実 施 され な か っ た に

もか か わ らず,そ れ ま で に編 ま れ た全 面 的 な 労働 組 合 的組 織 法 体 系 よ り もす ぐれ た モ デ ル と し

て学 問(scienza)の なか に と ど ま っ て い る」娼)(G・ ア ンブ ロズ ィ一 二),「 ロ シ ア の 巨大 な前

例[ロ シ ア革 命]と 異 な り,偏 向 せ ず排 他 的 で もな く,'そ の広 大 な計 画 は完 全 で包括 的 で あ る」

49)(F・ ル ッ フ「イ一 二)と い った ほぼ 同時 代 か らの
,い わ ば 憲 章 に好 意 的 な 諸 説 を 紹 介 して い

る。 た しか に,筆 者 の狭 い知 見 で も,た とえ ば フ ァ シズ ム体 制 期 の1930年,フ ィ ウrメ 体 制

と フ ァ シ ズ ム体 制 と の連 続 性 を強 調 す るデ セ ー モ は,フ ァ シズ ム協 同体 シス テ ム との 関連 性 を

重 視 す る観 点 か ら,カ ル ナ ー ロ憲 章 を,「 社 会 的 ・政 治 的 ・文 学 的 に きわ め て 高 く重 要 な もの 」

と賞 賛 して い る50)。デ フ ェ リー チ ェ 自身 は,「 カル ナ ー ロ憲 章 は事 実 上,精 神 的 ・実 質 的 に カ

トリ ック的 協 同体 と も,た とえ一 部 の フ ァ シス トが デ マ的 ・感 情 的 に な らべ立 て よ う と した と

ころ で,フ ァ シズ ム的 な政 治 ・社 会 改 革 の協 同体 や計 画 と も何 の 関係 も もた な い」 と して 両者

の連 続 性 を つ よ く否 定 した うえ で,協 同体 に 関す る記 述 部 分 で は な く,所 有 観 念 や 労 働 関係,

公 教 育,女 性 へ の待 遇,行 政 上 の分 権,定 期 的 な憲 法 改 正 な どの諸 点 が研 究 者 を 注 目 させ た こ

と,ま た 憲 章 が,「 革 命 的 サ ンデ イカ リス トの概 念 の ひ とつ の 大 系(summa)と して 研 究 さ れ

ね ば な らな い」 こ と を指 摘 す る5')。た しか に,カ ル ナ 一 口憲 章(【DE】)の 保 証 し提 起 した,

諸 自 由権(第2条),平 等 権(第4条),教 育 権(第5条 ・第37-39条)52),地 方 自治(第15条),

陪審 制(第33条),常 備 軍 廃 止 と国 民 皆 兵 制(第36条),イ ニ シア テ ィ ヴ(第41条),レ フ ァ

レ ン ダ ム(第42条),請 願 権(第43条)等 々の 民 主 主 義 的 内 容 は,現 代 民 主 主 義 諸 国 の 憲 法

の先 行者 と して高 く評 価 す る に値 す る もの で あ る。

レデ ィ ー ン もこ う した点 に注 目 して,カ ル ナ 一 口憲 章 が 現 代 世 界 に と って 制度 的 に不 可 欠 で

あ る ば か りか 情 緒 的 に必 要 と して い る もの を も同様 に表 現 す る稀 代 の文 書 の ひ とつ だ と高 く評

価 す る面。 ま た が れ ば,「 最 終 版[【DA】]に お い て カ ル ナ ー ロ憲 章 は デ ア ン ブ リス の革 命 ヴ ィ

ジ ョ ン と ダ ン ヌ ンツ ィオ の詩 的 洞察 力 とを結 びつ け た。[…]憲 章 は現 代 の 政 治 思 想 研 究 者 に

現 代 の 他 の憲 法 の な か で容 易 に 見 い だ せ な い魅力 的 な 独創 性 を 提 供 して い る」騒)な ど と賛 辞 を

惜 し まな い。

政 治 史 研 究 者 のE・ ジ ェ ンテ ィー レは,デ ア ン ブ リス と い う革 命 家 の 存 在 に よ って フ ィウ ー

メ の 無 政 府 主 義 的 な政 治 実 験 運 動 が カル ナ ー ロ憲 章 の制 定 で実 体 化 した と見,こ の 憲 章 にお い

て,社 会 的 。政 治 的諸 原 理 が定 義 され,協 同 体生 活 の基 礎 と して の 労 働神 聖 化 に も とつ く,ま

た コ ム ー ネ と生 産 代 表 組 織 の完 全 な 自由 と独 立 と 自治 に も とつ く,社 会 の新 た な 整 備 の 基 点 が

据 え られ た と論 じて い る。 さ らに,'デ ア ン ブ リス が そ の骨 格 を つ くりダ ン ヌ ン ツ ィオ が 文 学 的

装 飾 と宗 教 性 を帯 び た神 秘 的霊 感 を与 え た との点 で は デ フ ェ リー チ ェの 判 断 を踏 襲 しつ つ も,

憲 章 が ソ ヴ ィエ ト革 命 主 義 的破 壊論 に陥 らず に民 主 主 義 的 な労 働主 権,国 民 的 ・道 徳 的 諸 価 値

を 備 え た社 会 諸 価値 の総 合 を 実現 す べ き 「第3の 道」 の 国 家 に 向 か う制 度 的 構 想 の も っ と も一
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貢 した完 全 な表 現 で あ った と称 賛 す る駈)。つ い で,ム ッソ リーニ の フ ァ シズ ム は カ ル ナ ー ロ憲

章 に象 徴 さ れ る フ ィウ ー メ主 義(fiumanesimo)の 核 心 部 を空 虚 化 して それ を迎 え 入 れ た が,

しか し,そ の核 心 部 に は,あ らゆ る か た ちの依 存 や強 制 や疎 外 か ら開 放 され た人 間 の 再 生 を告

げ る,政 治 的秩 序 を超 越 した ダ ンヌ ンツ ィオ 流 の 叙 情 的 秩 序(ordinelilica)の 実 現 が あ った

の だ と述 べ る56)。だ が ジ ェ ンテ ィー レは,神 秘 的一 民 衆 的 愛 国主 義 の ダ ン ヌ ンツ ィオ と デ ア ン

ブ リス の思 想 的 相 違 の十 分 な確 認 作 業 な く,フ ィ ウー メ主 義 の 戦 闘 的 イ デオ ロ ギ ー の よ り具 体

的 表 現 の 一 例 と して,N・ ダ ニ エ ー レ とA・ グ ラ ム シ と の関 係 を取 り上 げて い るが5'.),フィウー

メ主 義 の革 新 性 あ る い は革 命 性 は少 な く と もダ ン ヌ ン ツ ィオ 思 想 の 緻 密 な検 証 を も って,あ る

い は一 旦 は ダ ンヌ ンツ ィオ と切 り離 して考 察 す べ きで あ ろ う詔)。

現 代 史 家 のG・ サ ロ ッテ ィの 紹介 によ れ ば,フ ァ シズ ム が 独 自の 体 制 を完 全 に確 立 して しま

う と,た とえ ば1930年 代 末,フ ァシ ズ ム に参 加 した歴 史 家 のG・ ヴ ォル ペ は カ ル ナ 一 口 憲 章

の 教 義 が フ ァ シズ ムの そ れ と ほ とん ど対 立 す る と書 き59),同 時期 の歴 史 家A・ カ ー ネパ は フ ァ

シズ ム の先 行 者 と して の ダ ン ヌ ンツ ィオ の 資 質 を 否 定 し,カ ル ナ 一 口憲 章 の なか に 中世 の 協同

体(corporazioni)と の 類 似 を みた60)。ま た,イ タ リア政 府 側 の最 大 の 当 事者 ニ ッテ ィ は カル

ナ 一 口憲 章 を,「 愚 の 骨 頂 で あ り,無 知 と軽 率 の文 書 で あ り,狂 気 の集 合 と して しか 値 しない」

と酷 評 した61)。N・ ヴ ァ レー リは憲 章 を,詩 人 ダ ンヌ ンツ ィオ の社 会 主 義 化 ・無 政 府 主 義 化 し

た 人 道主 義 的 な説 明 の 枠 組 み に嵌 め 込 み62),近 現 代 史 家 の ア ラ ー ト リは,先 取 りす る新 た な組

織 準 備 の 経 験 に しょ う とす る夢 に何 らか の方 法 で か た ち を 与 え る 試 み と し て 捉 え て い る63)。

1970年 代 に 入 る と,憲 章 は立 憲 政 研 究 者 の 関 心 を引 き,た と え ばV・ フ ロズ ィ 一 二 は1918年

の ソ ヴ ィエ ト憲 法 や1919年 の ドイ ツ憲 法,1920年 の チ ェ コス ロ ヴ ァキ ア憲 法 の よ うな 第1次

世 界 大 戦 後 の諸 憲 法 と カ'ルナ ー ロ憲 章 を 比 較 し,「 第1次 大 戦 後数 年 間 の ヨ ー ロ ッパ に広 ま り

起 こ った社 会 不 安 と政 治 的 動揺 の 象 徴 的 な もの とみ な し う る 法 律 文 書 で あ る 」 と 位 置:づ け た

が 鋤,こ れ は,カ ル ナ 一 口憲 章 を 今 世 紀 最 初 の20年 間 に進 展 した 革 命 的 サ ンデ ィ カ リズ ム概

念 の も っと も完 全 な表 現 で あ る と述 べ た,フ ィ ウー メ で デ ア ン ブ リスの 秘 書 で あ ったU・ フ ォ

ス カ ネ ッ リの 見解 と近 い と い う65)。さ らに1989年,G・ ネ グ リは 憲 章 の 独 創 性 や 現 代 性 や具

体 性 を指 摘 した うえ で,憲 章 は 「イ タ リアお よ び ヨ ー ロ ッパ の 立 憲 主 義 の歴 史 に重 要 な位 置 を

占め る。 そ れ は ジ ャ コバ ン憲 法 の母 型 を 出て,ア ル ベ ル ト憲 法[イ タ リア王 国憲 法]の 経 験 と

死 を 見 と どけ,勇 敢 に も新 た な 世 界 に とて つ もな い闘 争 の 明 日に む か って 開 い て い る」 と,カ

ル ナ ー ロ憲 章 を 賞 揚 した66)。サ ロ ッテ ィ 自身 もま た,歴 史 的 に は,戦 争 と,ブ ル ジ ョア民 主 主

義 ・ボ リシ ェ ヴ ィズ ム か らの 解 放 に と もな う動 揺 か ら生 じた社 会 的 ・政 治 的過 程 の 予 兆 的 表現

と して,ま た 憲政 上 で は,新 し くよ り現 代 的 で 斬 新 な 解 決 へ の旗 手 的文 書 と して,憲 章 は 時空

の 限 界 を超 え よ う と した の だ と,過 剰 な ほ どの 賛 意 を 表 して い る67)。以 上 の よ うに,サ ロ ッテ ィ

の 紹 介 す る諸 家 の カル ナ一 口憲章 論 は,自 身 の見 解 も含 め,総 じてデ フ ェ リーチ ェや ジェ ンテ ィー
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レの 論 に近 い もので あ った 。

さ て,ム ッソ リーニ の カル ナ ー ロ憲 章 に対 す る態 度 は以下 の よ うに微妙 であ った。 デ フ ェ リー

チ ェや サ ロ ッテ ィも引 い て い る よ う に,ム ッ ソ リーニ は,自 派 の.『 ポ ポ ロ=デ ィ タ リア 』 紙

(Popolod'Italia)に 書 い た,憲 章 発 布 後 ま もな い論 説 で は,憲 章 が生 命 力 あ ふ れ,そ れ は フ ィ

ウ ー メ の み な らず イ タ リア の た め の もの だ と力説 して い た が,そ れ か らお よ そ1年 を 経 た,

1921年11月 の フ ァ シス ト大 会 後 には,「 フ ァ シズ ム は カ ル ナ ー ロ執 政 府 の 憲 章 の な か に 自身

タブロ　

の 図 版 を み い だ す こ とが で きよ うか?私 見 では,そ れ は で きな い。 ダ ンヌ ンツ ィオ は天 才 で

あ る。 か れ は 非 常 時 の人 間 で あ って,日 常 的 実 際 の人 間 で はな い」'と述 べ た。 しか し同時 に,

憲 章 の な か に は 「イ タ リア人 で あ る とい う 自負 と,共 通 の 偉大 な る祖 国 の た め に働 き た い と い

う覚 悟 が あ る」 とつ け くわ え て い る。 さ らに,1922年 春 に は,デ ア ンブ リス 案 を 下 敷 き に 整

え な か っ た な らば,ダ ンヌ ンツ ィオ の天 才 だ けで は憲 章 は,「 社 会 綱 領 と して い か な る価 値 を

も ち もち え た で あ ろ うか?ま った く もた な か った だ ろ う」 と論 じた58)。こ う した文 脈 か ら,

第1に す くな く と もロ ー マ進 軍 前 ま で は ム ッソ リー ニ は カ ル ナ 一 回憲章 に対 して あ る程 度 の 評

価 を与 え る一 方 で,第2に,こ れ は戦 略 的意 味合 い もか な り大 き い こ とを 勘 酌 しな けれ ば な ら

な い が,ダ ンヌ ンツ ィオ を,カ ル ナ ー ロ憲章 に対 す る評 価 と切 り離 して か な り手 厳 し くあ るい

は疎 遠 に 扱 っ て い る こ とで あ る。 つ ま り,フ ァシ ズ ム運 動 に お い て い ま な お 根 づ よい ダ ン ヌ ン

ツ ィオ 信 奉 へ の牽 制 を そ こ にみ る こ とが で き るだ ろ う69)。

つ ぎ に 地 方 自治 主 義,市 民 参 加 と と もに フ ィウ ー メ共 和 制 執 政 府 の骨 格 を な す 協 同 体論 に関

す る論 議 を み る と,デ ア ンブ リスが 描 い た,生 産 労 働 を主 体 とす る直 接 民 主 主 義 国家 の土 台 を

支 え る 協 同 体 論 と,フ ァシ ズ ム協 同体 論 との 対比 に お い て,デ セ ー モ は1930年 の上 記 論 文 の

な か で,労 働 を唯 一 の 合 法 的 支 配 権 の源 と してな おか つ 生 産 ・交 換 手 段 の私 的所 有 を認 め るカ

ル ナ ー ロ憲 章 に お け る協 同 体 は,'強 制 的 な労 働組 合 編 入 の原 則 を主 張 し,広 汎 な 自治 権 と規 範

的 権 限 を もつ 公 法 上 の 法 人 で あ るが,他 方,フ ァ シズ ム体 制 下 の そ れ は,雇 用 者 ・被 雇 用者 の

組 合 加 入 が 任 意 で あ る とい う違 いが あ る もの の,「 ダ ン ヌ ン ツ ィオ の 勇 壮 な 行 為 を,言 葉 と行

動 で賛 辞 した ム ッソ リー ニ で あ るか ら,現 行 の フ ァシ ズ ム協 同体 の体 系 」 は司令 官 ダ ンヌ ンツ ィ

オ に よ る カ ル ナ ー ロ憲 章 に 「示 唆 的 影 響 を受 けて い る事 実 は驚 くべ き こ とで は な い」,「ダ ン ヌ

ンツ ィオ の 意 志 は ム ッソ リーニ に引 き継 が れ た」,「フ ァシ ズ ム は ま さ に1919年 に強 靱 な 根 を

張 っ た の だ 」 な ど,フ ァ シズ ム期 に ム ッ ソ リーニ が ダ ンヌ ンツ ィオ 神 話 ・フ ィウ ー メ神 話 を実

行 す る後 継 者 を装 って い た こ と を そ の背 景 に,二 つ の協 同体 の親 近 性 を語 るが70),両 者 の 異 同

は,前 章 末 で 言 及 した とお りで あ る。 デ フ ェ リー チ ェ は,フ ァシズ ム協 同体 にみ られ る官僚 的 ・

権 威 主 義 的 路 線 と ちが って,デ ア ンブ リス の協 同 体 論 に,マ ッツ ィ 一二 主 義 の定 式 で あ る 「自

由 と連 帯 」(libertaedassociazione)と い う マ ッ ツ ィ一 二 主 義 的 労 働 組 合 路 線 を み る71;。M・

シ ュ ネ イ ダ ー は,「 国 家 主 義 的 な革 命 的 サ ンデ ィカ リズ ム の 世 界 観(Weltanschauung)を 実
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践 的 な政 治 文 書 に翻 案 した もの で あ る」 デ ア ン ブ リス の協 同体 論 は,初 期 フ ァ シズ ムに 理 論 的

基 礎 と政 治 綱 領 を与 え た と しな が ら も,共 通 の理 想 を放 棄 したゆえ に デ ア ンブ リスは ム ッソ リー

ニ を批 判 し,反 フ ァ シス トと な った とす る。 ま た,デ ア ン ブ リス が 国 家主 義 的 な枠 組 を 採 用 し

た の は,「 大 衆 の な か で の 国 家 主 義 的 感 情 の 重 要 性 を 認 識 して い たか ら」 で あ り,「 社 会 問 題解

決 の前 提 条 件 と して,歴 史 環 境 が 国 民統 合 を要 求」 した か らだ,さ ら に,そ の 国 民 統 合 や 国家

権 力,歴 史 に お け る 国家 の位 置,政 治行 動 の必 票性 を デ ア ン ブ リスに 教 え た の は戦 争 で あ った

と説 明 して い る。 くわ え て,デ ア ン ブ リス ら反 フ ァ シズ ムの 革 命 的 サ ンデ イ カ リス トと,フ ァ

シズ ム に参 加 した.A・ ラ ンッ ィ ッロ や オ ラ ー ノ,オ リヴ ェ ッテ ィ,パ ヌ ン ツ ィオ そ の 他 の 革

命 的 サ ンデ イカ リス トとを分 け る基 準 は,社 会 改革 が 下 位 の 産 物(sub-product)と な る 倫 理

革 命 の 必 要 性 に関 す る,後 者 に よ る ソ レル思 想 の吸 収 の度 合 い で あ る と み た が72),今 後 この 点

は論 議 を深 め るべ き で あ ろ う。 哲 学 者 で 当 時 は 社 会 党 員 で もあ っ たA・ バ ラ トー ノ は,美 的

活 動 に よ って の み文 化 的 行為 と労 働 行 為 の 間 の どん な本 質 的 相 違 もな くな る と して 【DA】 に

あ る第10番 目の 協 同体 に注 目 し,こ れ を 国家 の文 化 的使 命 と捉 え て,「 ダ ンヌ ンツ ィオ の 憲法

が や ろ う と した の は,労 働 生 活 に審 美 的 意 味 を 与 え,そ うす る こ とで,そ れ ま で美 意 識 を現 実

生 活 に は不 要 な 贅 沢 で無 縁 だ と見 な し過 小 評 価 して い た功 利 主 義 的圧 力 に対 抗 す る こ とで あ っ

た」 と書 き,さ ら に ダ ン ヌ ンツ ィオ に よ る,労 働 者 階級 と文 化 階 級 と い う二 つ の社 会 階級 の新

た な 乗 り越 え の 試 み に賛 同 した73)。しか し,バ ラ トー ノ の よ うな 評 価 で は,第10の 協 同 体 そ

れ 自体 の表 現 す る シ ンボ リ ック な意 味 を越 え て しま い,そ の た め に 【DE】 の革 命 的 サ ン デ ィ

カ リズ ム的 特 長 が ダ ンヌ ンツ ィオ 流 の審 美 論 ・精 神 宇 宙 論 で弱 め られ,ひ い て は カ ル ナ ー ロ憲

章 の 協 同 体 論 の もつ 現 実 変 革 的 側 面 が稀 釈 さ れ る で あ ろ う こ とは否 め な い。

むす びにかえて

本 稿 で は,フ ィ ウ ー メ 占領 期 に あ って,イ ッ レデ ンテ ィズ ム 的 ・ナ シ ョナ リズ ム的傾 向 か ら

自治 的 ・革 命 主 義 的 方 向へ の転 換 を見 せ た 占領 の第2局 面(1920年1月)の 内実 を知 る た め,

カ ル ナ ー ロ憲 章 を分 析 した。 デ ア ン ブ リス が 内 閣首 班 に就 任 し,そ の 革 命 的 サ ンデ イカ リス ト

的 構 想 に よ って提 示 さ れ た憲 章 はき わ め て現 代 的 な 内 容 を もつ ものだ った。 ま た,憲 章 の分 析 ・

検 討 の 際,第1章 第2節 に み た よ うに,従 来 の フ ィ ウー メ事 件 関 係 の 研 究 に お いて,わ が 国は

もと よ りイ タ リア 内外 で も取 り上 げ られ る こ と も言 及 され る こ と もな か った デ ア ンブ リス 自身

の著 作 に拠 る こ とで,い わ ば カ ル ナ ー ロ憲章 の 思 想 的 背 景 が 明 らか に され た と考 え る。

稿 を 閉 じる に あ た り,補 足 説 明 的 な 意 味 あ い も兼 ね て,以 下 の2点 を 考 察 す る。

ま ず 第1点 目 と して,カ ル ナ ー ロ憲 章 の 草 案 執 筆 者 はデ ァ ン ブ リスだ け な の か とい う疑 問 に

つ い て で あ る。 サ ロ ッテ ィ は,1989年 に ジ ェノ ヴ ァで 開催 され た 「ダ ン ヌ ン ツ ィ オ と そ の時

代 」 と題 す る国 際 会 議 で,法 学 者P・ ウ ンガ リが,憲 章 作 成 に関 わ っ た第3の 人 物(法 律 家)
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が 存 在 した の で はな いか と い う推 測 を提 起 した と伝 えて い る74)。これ は 魅 力 的 な 問 い か け で あ

る。 た しか に,1920年1月 早 々 に デ ア ンブ リスが フ ィウ ー メ入 り して か ら,3月18日 に 憲 章

草 案 を ダ ン ヌ ンツ ィオ に渡 す まで わず か2ケ 月 の 期 間 しか な い。 両 者 の 最 初 の 出会 い が1919

年11月 下 旬 で あ るか ら,ダ ンヌ ンツ ィオ か らの憲 章 作 成 依 頼 の 時期 を どん な 早 め に見 積 も っ

て 計 算 して も,デ ア ンブ リス の憲 章作 成 期 間 はせ い ぜ い3ケ 月 に 満 た ない 。 この わ ず か な時 間

内 に上 に み た よ うな全47条 の最 高 法 が は た して完 成 す る の で あ ろ うか,こ の と き 第3の 人 物

が デ ア ンブ リス草 案 の作 成 過 程 に介 在 した の で は な いか と憶 測 す るの は不 自然 で はな いだ ろ う。

デ フ ェ リー チ ェはデ ア ンブ リス の ダ ン ヌ ン ツ ィオ 宛 書 簡(1920年3月18日)か ら,両 者 が そ

れ ま で 長 く話 し合 って き た こ とが わ か る と説 い て,あ くま で デ ア ンブ リス の作 業 が 基本 で あ り

な が ら も 【DE】 テキ ス トへ の ダ ンヌ ンツ ィオ の影 響 を少 し く示 唆 して い る が75),そ れ を 一 応

認 め た と こ ろで 疑 問 が 解 消 す る わ け で は な い。 しか し,本 稿 で詳 し く紹介 した よ うに,デ ア ン

ブ リス は,憲 章 草 案 と ほぼ 同時 期 に書 い た 「フィ ウ ー メ問 題 』 か ら,憲 章 草 案 を構 想 す るた め

の,歴 史 的 ・政 治 的 側 面 にお け る 自身 の フ ィウ ー メ認 識 をす で に草 案 作成 前 の時点 で 明確 に も っ

て い た こ とが 明 白に な った 。 そ う した 素 地 の うえ に,革 命 的 サ ンデ イカ リス トと して の独 自の

イ デ オ ロギ ー を 条文 化 した,あ る い は条 文 に織 り込 ん だ の で あ る。 こ の イ デオ ロギ ー は デ ア ン

ブ リス の 年 来 の 所 産 で あ るか ら,2ケ 月 ほ ど の期 間 で も十 分 に 草 案 作 成 は可 能 で あ った と考 え

られ る。 ち な み に,デ ア ン ブ リス の か つ て の盟友 の オ リ ヴ ェ ッテ ィ は,ダ ン ヌ ンツ ィオ を,

「マ キ ャ ヴ ェ ッ リと と も に現 代 の最 初 の政 治理 論 を 世 界 に授 け た この 国 で,政 治 的 英 知 の 永 遠

の 傑 作 とな るで あ ろ うカ ル ナ 一 口憲 章 」 の 創 設者 と して 絶 賛 した が76),1921年 の 前 半 に 長 文

の 「サ ンデ イカ リス ト宣 言 」 を 発 表 し,そ こ には 労 働者 階 級 の 完 全 な 自治 や 生 産 階 級 の 直 接 行

動,コ ム ー ネ の 自治,集 権 国家 諸 機 能 の 漸 進 的撤 廃 な ど,デ ア ン ブ リス憲 章 草 案 と呼 応 す る諸

改 革 が提 言 され て お り77),こ う した点 か ら も,少 く と も当 時 の 一 部 の革 命 的 サ ンデ イカ リス ト

は 憲 章 草 案 の文 脈 をす で に共 有 して い た と理 解 さ れ る し,ま た これ は デ ア ンブ リスが 憲 章 を 短

時 間 で 急 場 しの ぎ に作 成 した もの で な い こ とを傍 証 す る で あ ろ う。

第2点 目 と して,如 上 に触 れ た,ダ ン ヌ ン ツ ィオ に対 す る諸 家 の 見 解 へ の 疑 問 で あ る。 冒 頭

で こ とわ っ た よ うに,本 稿 は フ ィ ウー メ 占 領 の全 貌 を 明 らか に す るの で もな く,ま た ダ ンヌ ン

ツ ィオ論 で もな い。 だ が,カ ル ナ 一 口憲 章 とデ ア ン ブ リス に 関 わ る限 りで の,ダ ン ヌ ン ツ ィオ

に 関 して 行 論 で みた よ う に デ フ ェ リー チ ェ らの詰 論 を簡 単 に要 約 す れ ば,《 憲 章 の大 筋 は デ ァ

ンブ リス の もので ダ ンヌ ンツ ィオ は そ れ に神 話的 で詩 的 な文 学 的脚 色 を 施 した だ け だ。 とは い

え 後 者 は 前 者 の直 接 民 主 主 義 的 革 命 主 義 を是 認 して もい た。 ダ ンヌ ン ツ ィオ を政 治 的 な 策 略 家

レジョナ　 り

と み るの は 難 し く,デ ア ンブ リス や義 勇 兵 左 派の 囚 われ 人 と の見 方 さ え あ るの だ,フ ィ ウー メ

占領 は ダ ンヌ ンツ ィオ に と って き わ め て 個 人 的 な熱 狂 的 冒 険 で しが な か った 〉$)と い う も の に

な ろ う。 これ まで,主 と して こ の文 脈 で革 命 家 ダ ンヌ ン ツ ィオ が創 造 あ る い は想 像 され て きた。
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しか し こ う した 見解 へ の 反論 と して,N・R・ チ リ ッロ は,カ ル ナ ー ロ憲 章 の 主 題 は む し ろ ダ

ン ヌ ン ツ ィオ の政 治 演説 同様,詩 ・小 説 ・戯 曲 の文 脈 や 内容 に合 致 して い る と断 じ,憲 章 に お

け るダ ン ヌ ン ツ ィオ の つ よい 意 志 と意 図 を 力 説 す る。 た と え ば そ れ は,【DE】 【DA】 そ れ ぞ れ

の序 文 内容 の差 とな って 表 れ,米 国 訪 問 の 経 験 が あ る ば か りか米 国憲 法 もよ く知 って い た デ ァ

ンブ リス に よ る 「序 」 は 啓 蒙 運 動 的 テ キ ス トで あ り民 主 主 義 的 で あ る と主 張 す る四)。さ ら に,

【DE】 のvolontaは,「 奪 う こ との で きな い 自決 権 」(inalienabiledirittodelrautodecidione)

に み られ る よ う に 啓 蒙 主 義 的 個 人 主 義 の 米 国 的 表 現 と密 接 に 結 び つ い て い る の に 対 し,

【DA】 の そ れ は か れ の文 学 作 品 に は馴 染 み の観 念 で あ る,人 民 を 動 か し鼓 舞 す る意 味 へ と完

全 に変 質 し,く わえ て,憲 章 は歴 史 的宇 宙 論 に お け る叙 事 詩(epic)の 声 で あ り,ま た神 話 地

理 学 が もつ イ ッレデ ンテ ィズ ムの 文 書 とな っ た と した。 さ らに,ポ ス トコ ロニ ア ル の立 場 か ら

フ ィ ウ ー メ 占領 の コ ロニ ア リズ ムを 考 察 し,憲 章 が提 示 す る 「文 化 」 に よ って,植 民地 人 民 が

列 強 か ら被 って きた よ う に,植 民 者 イ タ リア=フ ィウ ー メ に よ りフ ィウ ー メ の諸 民 族[こ こで

は 主 と して ク ロ アテ ィア 人]も 教 化 さ れ あ る い は文 明化 さ れ る とい う図 を 描 き,憲 章 の 帝 国主

義 的植 民 地 主 義 性 を強 調 した80)。ダ ン ヌ ン ツ ィオ の もつ 帝 国 主 義 ・植 民 地 主 義 的素 地 に 関 して

チ リ ッロ論 文 に影 響 を与 え た の がJ・M・ ベ ッカ ー論 文 で あ る。 ベ ッ カ ー は ナtり の 有 力 紙

『イ ル=マ ッテ ィー ノ』(llMattino)の 創 始 者 で植 民 地 主 義 文 学 者 で あ るE・ ス カ ル フ ォ リオ

と ダ ンヌ ンツ ィオ と の交 友 ・影 響 関 係 を横 軸 に して,数 々 の ダ ン ヌ ンツ ィオ 作 品 にお け る帝 国

主 義 ・植 民 地 主 義 を暴 き 出 して ゆ く。 ダ ン ヌ ンツ ィオ に と って は,フ ラ ンス=オ リエ ンタ リズ

ム の美 が,イ タ リア の ポ ス ト;リ ソル ジ メ ン トの 下 劣 を回 避 させ て くれ た もの の8二),ダ ン ヌ ン

ツ ィオ は イ タ リア の エ チ オ ピア植 民 地 戦 略 初 の 蹉 跣 で あ る1887年 の ドー ガ リ敗 戦 を 機 に,耽

美 主 義 か ら植 民 地主 義 芸 術 へ と移 行 し,『 快 楽』(IlPiacere,1889年)の なか に はダ ンヌ ンツィ

オ の帝 国主 義 の起 源 が数 多 く露呈 して い る とみ る働。20世 紀 に入 る と,ダ ン ヌ ン ツ ィ オ は現

代 を 堕 落 に 至 ら しめ て い るの が 社 会 主 義 だ と考 え る よ うに な り,『 マ イ ア』(Maia,1903年)

で は,新 ロ ー マ帝 国 が 「ロー マ の平 和 」 の ス ロー ガ ンを 携 え て 高 揚 され,英 帝 国 主 義 文 化 との

併 走 も信 じが た い もの で は な か った。 この 作 品 で 柔 弱 な オ リエ ンタ リズ ムか ら男 性 的 な帝 国主

義 へ と移行 した の で あ り,ダ ン ヌ ン ツ ィオ は いわ ば欧 州 帝 国 主 義 の 主 流 に い た の だ,と み る。

さ らに ベ ッカ ー は視 点 を 変 え,グ ラ ム シの 次 の よ うな 指 摘,す なわ ちG・ パ ス コ リの愛 国 主義

社 会主 義 が,プ ロ レタ リア の 概 念 を 階 級 か ら民 族 に移 し,プ ロ レタ リア ー トで あ る イ タ リア民

族 は植 民地 設 営 に よ って そ の 階 級 性 か ら解 放 され る と み な して 結 局 は植 民 地 主義 にいた ったが,

この こ と はナ シ ョナ リス トのE・ コ ッラデ ィー 二 や ダ ンヌ ンツ ィオ も同 様 で あ る との指 摘 ⑬ を

紹 介 し,こ う した,社 会 主 義 か ら帝 国 主 義 目的 へ の誘 引 は 『マ イ ア』 の な か で す で に 予言 され

て い た と述 べ る別)。

この よ うに,上 記2論 文 は カ ル ナ ー ロ憲 章 の作 成 過 程 に お け る従 来 の ダ ン ヌ ン ツ ィオ の 機能
● ●
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に大きな修正を迫るものである。すなわち,【DE】 とはちがって,最 終版である 【DA】 には,

序文の内容にみ られるごとく,全 体として帝国主義的植民地主義が露骨に反映されていると解

することができるだろう鴎)。しかも,帝 国主義侵略の正当化というヨーロッパ文学の共犯性を

示唆するチ リッロは,濡 仏中に急進右翼やカ トリック再生派やコルポラテイス トの友人たちに

囲まれていたダンヌンツィオであるゆえ,協 同体を規定 した条文への一定の関与すら想定され

ると理解できそうな含みを残 している。あるいはそこに,皮 肉にも,「両者がそれまで長 く話

し合 ってきた」(デ フェリーチェ)結 果が看取されるのであろうか。

これまでみたように,急 進的民主主義と社会主義の混合混在 した基本理念か らなるデアンブ

リス起草のカルナーロ憲章は,そ れ自体を単一の独立 した法律テクス トとして取りだすならば

きわめて現代的な骨格をもつ先駆的憲法とみなしうるであろう。 しか し当時の南一東欧におい

て,弱 小諸民族の民族主義 と帝国主義 との亀裂と紛争の集約点にあった一港湾都市を統治する

ため成文化 された憲法 としてこれをながめるとき,方 向性の異なる2人 の夢想家のそれぞれの

夢を閉鎖的な時空間のなかで実現 しようとする,現 実味の乏 しい抽象的実験といった印象を拭

えない。2人 の構想するフィウーメはその頃,イ タ リア政府 ・連合諸国 ・ユーゴスラヴ諸民族

という敵陣に包囲されていた。 とりわけ1918年4月 のオース トリア;ハ ンガ リー帝国下破抑

圧諸民族会議(ロ ーマ会議)以 降,ユ ーゴスラヴ諸民族の自治独立支持に傾いたウィルソン主

義米国の影響力は大きく86),デアンブリズも最大敵が米国であることを当然認識 していたが,

如上のごとく,つ よい嫌悪感と敵簾心を表出するにとどまった。なにより両者 ともにフィウー

メのイタリア化 という正統性に対する無前提の信仰を歴史的 ・民族詩的に問い質すことができ

なかった。他方,内 部では旧支配層の穏健派やナショナリス ト勢力の反 目に遭い,熱 狂的な一

般大衆をのぞき,無 血入場3ケ 月ほどで早 くもダンヌンツィオの神通力にも騎 りがみえはじめ

ていた。デアンブリスの首班起用とカルナ一回憲章の制定がそれからの脱却手段だったが,結

局は国際情勢の急速な展開とそれにあくまで順応 しようとする伊政府の強行によってかれらの

夢は潰えた。2人 とも,ヴ ェルサイユ体制のなかでのフィウーメの政治的位置を正確 かつ客観

的に測 ることができず,カ ルナーロ憲章という優れて先進的なテクス トともに歴史の奔流に押

し流されたのである。
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し て は 新 旧 の 戦 争 成 金 が ム ッ ソ リ ー ニ を と て も 資 金 援 助 す る 気 に は な れ な か っ た 」。 し た が っ て,そ

の よ う な 時 期 に 起 き た フ ィ ウ ー メ 占 領 は,「 ム ッ ソ リ ー ニ に 幸 運 が 微 笑 ん だ に ひ と し か っ た 」。 そ の 食

欲 な 本 能 は,『 ポ ポ ロ=デ ィ.タ リア 』 紙 で 呼 び か け た 募 金 に 集 ま っ た 約30万 リ ラ を 着 服 し,そ の 金 を

総 選 挙 の 出 馬 資 金 と 同 紙 の 運 営 に 当 て た の で あ る 。 ま た,仏 政 府 に よ っ て 中 立 主 義 か ら 参 戦 論 へ と買

収 さ れ た の と 同 様,今 度 は 首 相 ジ ョ リ ッ テ ィ に 買 収 さ れ た ム ッ ソ リ ー ニ は,1920年ll月 の ラ バ ッ ロ

条 約 お よ び 伊 政 府 に よ る12月 下 旬 の フ ィ ウ ー メ 爆 撃 に 易 々 と 同 意 し た 。 フ ィ ウ ー メ 事:件 と ボ リ シ ェ

ヴ ィ ズ ム と い う 二 つ の 問 題 を 解 決 す る た め に 首 相 に 呼 び 戻 さ れ た ジ ョ リ ッ テ ィ は,そ の 両 問 題 の 解 決

に ム ッ ソ リ ー ニ を 使 い,後 者 に 関 して は 資 金 の み な ら ず 武 器 の 供 与 も お こ な っ た 。 ラ バ ッ ロ 条 約 締 結

後,ム ッ ソ リ ー ニ と ジ ョ リ ッ テ ィ と の 間 に,`フ ァ シ ス トの テ ロ行 為 へ の 政 府 援 助 の 代 償 と し て ム ッ ソ

リ ー ニ は フ ィ ウ ー メ を 見 捨 て る と い う 手 打 ち が な さ れ た 》。AlcesteDeAmbris,LαZ㎎g朋4αe

砲o蜘o,Marseille,E.SJ.L,1930(2aed.),in:(acuradi)RenzoDeFelice,BenitoMussolini(1π α"zo

'θs`伽oη ∫αηgg,1FirenzeLanuovaItalic,1976,pp.27-33.以 上 の 事 実 の 信 悪 性 に つ い て は 定 か で は

な い が,デ ア ン ブ リ ス の ム ッ ソ リ ー ニ 観 を 知 る の に 大 い に 参 考 に な る だ ろ う。

70)DeSemo,op.wit.,pp。648-649e650-65L

71)DeFelice,CartsdθJCα 初 α70,cit.,pp.8-9el5.

72)Sznajder,So(加JRevolutionα πdNationallntegration..4Joθs飽1)e/4〃 めかsα 屈ItalianFascism,cit,

pp.57e61-63.

73)AdelchiBaratono,Fα`∫oα ∫θπgα プ為彦歪cα,Toガ ηo一θθπo槻,1923,pp.5,41e43ss,in:Salotti,La

槻107如 α9∫oπθ(∫¢μ α"ozoπ θZ1α《CαπαdenCα 初 α箔o》,cit.,PP.95-99.

74)朔 風,p.92.同 頁 の 注 で は 会 議 録 が 近 々 出 版 予 定 と あ る が,未 入 手 。

75)DeFelice,Cartsd¢1Cα7η α併o,cit.,p.17.

76)AngeloOlivieroOlivetti,"DaGianGiacomoRousseauallaCartadelCarnaro",《LaPatriadel

Popolo》,2novembre1922;《PagineLibere》,novembrel922,in:Idem.,Z)αZs勿4αoαZ鰍o

吻o`癬oη αガoαZcoゆoπz`∫ 〃fs彿 αRoma,Bonacci,1989,p.237.草 案 起 草 者 デ ア ン ブ リ ス の 名 は 記 さ

れ て い な い 。 お そ ら く オ リ ヴ ェ ッ テ ィ は デ ア ン ブ リ ス の 関 与 を 知 っ て い た で あ ろ う が,あ え て デ ア ン
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ブ リ ス の 名 を 出 さず に ダ ンヌ ン ツ ィ オ の 称 揚 の み を 図 っ た と思 わ れ る。 な お,《LaPatriadel

Popolo》 は ミラ ー ノ で刊 行 さ れ た,ダ ン ヌ ンツ ィオ 主 義 サ ンデ ィ カ リズ ム の 週 刊 誌 だ っ たOcf.,π

〃30zノ∫η昭η'of如`毎 ηo,4,cit.,P.13.

77)Olivetti,Manifestodeisindacalisti,《PagineLibere》,aprile-maggio1921,in:ibid.,pp.197-220.

78)cf.DeFelice,Cα παdlθZCα御 απ),cit,p.30.

79)NancyR.Cirillo,D'Annunzio'sPoemofAggression:TheConstitutionoftheRegencyat

Fiume,《TheEuropeanLegacy》,voL2,n.7,Novemberl997,p.1195 .引 用 者 が補 足 す れ ば,チ リ ッ

ロ は 【DE】 の 「フ ィ ウ ー メ 自 由都 市 人民 は 」 か ら,米 合 州 国 憲 法 冒頭 の 「わ れ ら合 州 国 人 民 は 」 を

連 想 して い る と思 わ れ る。

80)ibid.,pp.ll97-1205.

81)JaredM.Becker,D'Annunzio,Orientalism,andImperialism,《StanfordItalianReview》,9(1-2)

1990,pp.87-89.

82)ゴ わ∫4。,p.95.

83)AntonioGramsci,(acuradi)V.Gerratana,Qπ αd2ηπ4θ`cα κθ㎎,1,Torlno,Einaudi ,1975pp.

205-206e210:獄 中 ノー ト翻 訳 委 員 会 訳 『グ ラム シ獄 中 ノ ー ト』1,大 月 書 店,1981年,337-338

頁,343頁 。

84)Becker,opo鉱,pp.98-102.

85)序 文 「人 民 の永 久 意 志 に つ い て」(Dβ11aperpetuavolontapopolare)は デ ア ンブ リス版 よ り も は

るか に長 文 で,フ ィ ウ ー メ が イ タ リア に 属 す るこ と の 権利 理 由 は つ ぎ の よ うに三 重 で あ る と説 か れ て

い た 。 す な わ ち,「 ① ヴ ェ ネ ー ツ ィア=ジ ュー リ.ア地 方 の最 後 の 門番,ラ テ ン文 化 の 最 後 の 要 塞 で あ

り,ダ ンテ 的 象徴 の最 期 の 伝播 者 で あ る。 これ は歴 史 か らみ た 権 利 で あ る。②Tarsaticaと い う起 源

名 を もつ フ ィ ウー メ は,リ ブル ニ ア 山 の南 頂 に対 置 して ヴ ェネ ー ツ ィア=ジ ュ ー リア 地 方 か らイ タ リ

ア 側 に 広 が っ てい る。 伝 統 や歴 史 や科 学 が 犯 す こ と の で き な い神 聖 な る イ タ リ ア 国 境 線(confine

sacrod'ltalia)を 確 定 して い る の だ。 これ は 領 土 か らみ た 権 利 だ。 ③ こ の2年 間,フ ィ ウ ー メ は 不

正 な敵 対 者 の 暴 力 を 克 服 した英 雄 で あ った。 これ が 人 間的 側 面 か らみ た権 利 だ。[…]新 イ タ リア の

名 に お い て,正 義 と 自由 の う ち に構 成 さ れ る フィ ウ ー メ人 民 は,何 人 に対 して も,神 と ロー マ に よ っ

て 印 され た アル プ ス 国 境 の 擁 護 者 ・防 御 者 で あ る祖 国 との 土 地 の連 続 性 を維 持 す る た め に,最 後 ま で

全 力 で戦 う こ とを誓 う」。DeFelice,Cα παdg♂Cα 搬 伽o,ciし,pp.35-37.

86)ロ ー マ 会 議 につ い て は 拙 稿 を 参 照 。 「被 抑 圧 諸 民 族 ロ ー マ 会 議 と イ タ リア 」 『西 洋 史 学 」201号,

2001年,所 収 。

(2001年5月7日 受 付,2001年6月26日 受 理)
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フ ィウーメ占領期 にみ る革命的サ ンデ ィカ リズ ム

RevolutionarySyndicalismintheOccupationofFiume

A.DeAmbrisandtheCartadelCarnaro

FUJIOKAHiromi

FromSeptember1919toJanuaryl921notedItalianpoetandplaywrightGabriele

D'AnnunziooccupatedFiume,theAdriaticfamouscity,locatedtotheeastofIstria.

Fiume,RijekaintheCroatianlanguage,was'treatedas"corpusseparatum",anindepend-

entdistrictunderthecontroloftheHapsburgEmpire,andhadahistoricalportvery

importanttotheYugoslavianpeoples.ThemajorresidentsofFiumecityisconstituted

ofItalians.ButitwassurroundedbytheYugoslaviancommunities,andmigtnotbeable

tolivewithouttheirsupplyingnecessariesandhumanresources.

TheD'Annunzianregimewasinitiallysupportedbyconservatives,nationalistsand

irredentistswhoclaimedannexationofthatcitytoItaly.He,however,decidedtochange

theright-wingmomentstotheleft・wingonesinordertobreakthroughthedifficluties

Fiumesufferedfrom.So,Januaryl920,heaskedAlcesteDeAmbristoadministerFiume

successfully.ItwasBenitoMussoliniwhointroducedhimtoD'Annunzio.DeAmbriswas

awell-kownrevolutionarysyndicalistwhoorganisedandleadedagriculturalworkersof

ParmatothegeneralstrikeinMay-June1908andhadpresidedUSI,therevolutionary

workersunion.

D'AnnunzioorderedhimtoprepareaconstitutionforFiumeandDeAmbriscom-

pleteditonlywithinafewmonths.AfterD'Annunzio'spartialandrhetoricalame口d-

ment,thatconstitutionnamedtheCartadelCarnarowasfinallypromulgatedSeptember

1920.TheCartadelCarnaroinsistedlocalautonomyintermsoftheideaofdecentraliza-

tion,andshowedmanydemocraticdirectionsandnationalsyndicalisticpointsfromthe

DeAmbrisianrevolutionarysyndicalism.Forexample,itguaranteedequalityunderthe

law,therightofautodecision,andfreedomofthought,expression,religion,assemblyand

association,speech,pressandsoon.Inaddition,throughtheideaofCorporatismDe

Ambris'sDraftestablishedeightcorporations-D'Annunzio'sfinalrevisionhadten-

withwhichanewStatewouldbeformedandorganizedfunctionally.

ButtheirdreamcollapsedeasilysoonaftertheGiolittianGovernment'sall-outattack

onChristmasdaysl920againstFiume.BothD'AnnunzioandDeAmbrisneitherrecog-

nizednorwantedtorecognizetheactualsituationsurroundingFiumeatthattimewhen

thatcityhadtoconfrontalotofenemiesundertheVersaillesorder:Yugoslaviannations,

theAlliedPowersandtheUSAwithWilson's"FourteenPoints"ontheoutside,Italian

Governmentandright-winggroupsofFiumeinside.

Keywords:ImpresadiFiume(OccupationofFiume),GabrieleD'Annunzio,AlcesteDeAmbris,Carta

delCarnaro,Corporazione(Corporation),RevolutionarySyndicalism
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